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歴 代 会 長

初代会長　福　田　州　一
（昭和21年７月～昭和27年10月まで）

２代会長　清　田　金　男
（昭和27年10月～昭和40年５月まで）

昭和53年10月28日　厚生大臣表彰
昭和54年６月10日　帰　 一 　賞

３代会長　酒　井　藤　平
（昭和40年５月～昭和44年７月まで）

４代会長　南　　　了　介
（昭和44年７月～平成３年12月まで）

昭和53年10月28日　厚生大臣表彰
昭和58年６月４日　帰　 一 　賞
昭和63年６月11日　労働大臣表彰
平成４年１月14日　勲五等端宝章
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歴 代 会 長

５代会長　坂　本　正　光
（平成３年12月～平成12年４月まで）
平成15年３月31日　厚生労働大臣表彰

６代会長　清　田　洋　一
（平成12年４月～平成22年４月まで）
平成20年３月30日　厚生労働大臣表彰

　　 平成25年６月23日　帰　 一　 賞

７代会長　加　藤　和　信
（平成22年４月～）

 平成25年３月24日　厚生労働大臣表彰
　　　　　　　　　　　　（労災補償行政関係功労者）

現 会 長
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　本日ここに大分県柔道整復師会公益社団法人移行並びに協同組合設立記念式典を挙行するにあた
り、謹んでご挨拶申し上げます。
　大分県知事様を始め御来賓各位には、公私ともご多用にもかかわらずご臨席を賜り、かくも盛大
に開催できますことは私どもにとりまして大きな喜びであります。厚くお礼申しあげます。
　本会創立 65 年、社団法人設立 35 年の節目の年、平成 25 年３月 22 日、広瀬勝貞大分県知事より
公益社団法人の認定を受けました。

一、  大分県知事等との協定に基づく柔道整復師の医療保険受領委任制度推進による医療保険制度の
円滑な運営に関する事業

二、柔道整復師の資質の向上並びに柔道整復学及び柔道整復術の普及発展に関する事業

三、県民の心身の健全な発展・健康の維持増進に関する事業
　　  三つの公益目的事業を掲げ、公益社団法人大分県柔道整復師会会員一同、心を新たに超高齢化

社会における医療の担い手として、地域社会へ密着し県民の福祉医療への貢献に努めて参りた
いと決意しております。

　関係各位におかれましては、これまでに倍するご指導をお願いする所存であります。
　大分県中小企業団体中央会のご指導のもと、大分県柔道整復師協同組合を設立することができま
した。会員の福祉の充実、共益活動を行う基盤が確立しました。安心して業務に精励できる環境こ
そ公益目的事業達成の銃後の支えであります。有難うございました。厚く御礼申しあげます。
　公益社団法人の目的を達成するための大きな柱、連盟活動もさらに充実して参りたいと思います。
本日お越しの先生方のさらなる後押しをお願いするしだいであります。
　公益社団法人・協同組合・連盟活動の三つの活動が三本の柱となり斯業の将来を明るくできると
確信しております。
　会員各位にはこれまで以上に精励し地域への密着と県民の信頼維持のため努力されんことを切望
いたします。
　本会としても会員が包括ケアシステム地域医療に専心し柔道整復術をもって貢献できる環境整備
に最大限努める覚悟であります。
　御来賓の皆様方におかれましては、一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう再度お願い申し上げまし
て式辞と致します。

平成 26 年２月９日

ご　挨　拶

公益社団法人　大分県柔道整復師会
会長　　加　藤　和　信
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　大分県柔道整復師会の公益法人移行、協同組合設立の記念式典が盛大に開催されるに当たり、一
言お祝いを申し上げます。
　大分県柔道整復師会は、「柔道整復術の進歩発展を図り、医学的研究を行うとともに、その資質
を向上させる」ことを目的として、昭和 21 年に設立され、以来、県民に良質な施術の提供と県民
の健康管理に努めてこられました。
　一昨年の九州北部豪雨の際には、多くの会員の方がボランティアとして被災地に出向き、避難所
で不安な時を過ごす被災者に対し心身の疲労回復のために施術を提供するなど、被災者の健康管理
にご協力いただき、また、各種スポーツ大会等における支援活動や柔道などのスポーツに関する技
術指導など、安心・安全な地域社会発展のため幅広く取り組まれています。
　さらに、このたび、公益法人に移行され、柔道整復師の資質の向上等を通し、「県民の心身の健
全な発展、健康の維持増進に寄与する」ことを目指すなど、加藤会長をはじめ、会員の皆様方の崇
高な志と活動に対し、心から敬意を表する次第です。
　さて、我が国は、急速な少子高齢化や疾病構造の変化、医療技術の高度化などにより、地域社会
を取り巻く環境は大きく変化しております。
　現在、国において検討されている社会保障制度改革案では、医療分野の改革として、国民健康保
険の保険者を市町村から都道府県へ移行することや、病床機能情報報告制度の導入、地域医療ビジ
ョンの策定など、都道府県が主体となって医療機能分化を進めることなどが示されています。
　県といたしましては、このような変化に対応すべく、県民が、いつでもどこでも適切な医療を受
けられるよう、医師や看護師などの人材育成・確保やへき地医療の充実、県独自のドクターヘリの
導入などの救急・災害医療体制の充実強化を図るなど、各種施策を積極的に進めてまいりました。
　また、昨年３月に改定した「大分県医療計画」では、本県の実情に即した質の高い、かつ、効率
的な医療連携体制の構築や、高齢者などが住み慣れた地域や家庭で療養生活を送れるよう、在宅医
療支援体制の充実を図ることとしています。こうした計画の推進に当たっては、皆様方のご理解・
ご協力が不可欠です。
　皆様方におかれましては、この式典を契機に、これまで以上に研鑽を積まれ、県民の皆さんが安
心して暮らしていけるよう、ご尽力を賜りますようお願いいたします。
　結びに、大分県柔道整復師会の今後ますますのご発展と、会員の皆様方のご健勝を祈念いたしま
して、お祝いの言葉とします。

平成 26 年２月９日

祝　　辞

大分県知事　　広　瀬　勝　貞
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　公益社団法人大分県柔道整復師会への移行と、協同組合設立をお祝い申し上げます。公益社団法

人の認定には厳しい条件が求められますが、この度移行の運びとなりましたことは、柔道整復術の

公益性と実績が評価されたものとお喜び申し上げ、その信頼に応えて一層社会にご貢献戴きたくご

祈念申しあげます。古来よりの伝統医療である柔道整復術に、私たちは深い信頼と親近感を寄せて

います。人間に備わった治癒能力を最大限活かし、患者さん達とのあたたかい細やかなふれ合いと

交流のある柔道整復術の施術所は、地域における国民医療のかけがえのない現場です。柔道整復術

は古くからの手技療法に併せて、科学に基づいた現代の医療技術を交えて発展してきました。高齢

化が進む一方の日本社会にあって、介護分野での需要は増すばかりで、介護支援、機能訓練指導な

どに、柔道整復師の技術はこれからも一層活かされて行くべきと考えます。柔道整復術は日本の誇

るべき伝統医療であることはもちろん、誇るべき日本文化でもあります。2020 年の東京オリンピ

ック、パラリンピック開催が決定し、国中でスポーツへの関心が高まる中、柔道整復術の活躍の場

は広がることと存じます。オリンピック・パラリンピックに訪れた海外の人々が、スポーツの救護

や、アスリートのサポートに活躍する柔道整復術に触れて、日本の文化度を計る物差しの一つとし

て高く評価することと確信しています。

　昨今、国は少子高齢化の中での社会保障の確立と安定に総力を傾注しています。柔道整復術の学

術・技術・資質の一層の向上と柔道整復術の継承発展は、国民の健康維持と増進に大きく貢献する

ものであり、我が国の社会保障の中に位置づけられています。公益社団法人大分県柔道整復師会の

皆様におかれましては、結束して研さんを重ねられ、日本の医療の担い手として、誇り高く専門性

を発揮されることを期待申し上げます。会員各位と貴法人の一層のご活躍とご発展により、元気で

長生きのできる日本の暮らしが守られますよう祈念し、お祝いの言葉と致します。

祝　　辞

衆議院議員　　衛　藤　征士郎
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　この度、大分県柔道整復師会が公益社団法人として新しい一歩を踏み出されるにあたり一言お祝

いのご挨拶を申し上げます。

　加藤会長はじめ大分県柔道整復師会の皆様におかれましては「接骨院・整骨院は身近な健康のパ

ートナー」をスローガンに、大分県民の皆様の健康増進にご尽力をいただいており、心から厚く感

謝を申し上げます。また、青少年健全育成を目的とした少年柔道大会の開催や、災害救護や防災訓

練への協力、および各種スポーツ大会のボランティア救護活動等へのお取り組みに対しまして敬意

を表する次第でございます。

　急激な少子高齢化という時代を迎える我が国においては、「社会保障の安定財源の確保と継続」・

「平等性のある受益者負担」ということが大きな国政の課題となっております。このため、平成 26

年の 4 月より消費税を８％に増額させていただき、社会保障費・医療費の財源確保と効率的な運用

に向けて鋭意取り組んでいるところでございます。

　医療分野において、重要な一端を担っていただいている柔道整復師会の皆様におかれましては、

今後とも施術現場において国民の皆様から信頼される施術と、各関連機関との円滑な関係を築いて

いっていただきたいと願っております。

　結びに、公益社団法人　大分県柔道整復師会の皆様が今後ともご健康でいよいよご活躍されます

よう、心よりお祈り申しあげますとともに、大分県柔道整復師会の益々のご発展をお祈りしてお祝

いのご挨拶とさせていただきます。

祝　　辞

衆議院議員　　岩　屋　　　毅
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　大分県柔道整復師会の公益社団法人への移行及び協同組合設立記念誌の発行を心からお喜び申し

上げますと共に、公益社団法人大分県柔道整復師会の加藤会長はじめ会員の皆様方の永年のご努力

に対し、敬意を表します。

　大分県柔道整復師会は「接骨院、整骨院は身近な健康のパートナー」の合言葉にあるように、大

分県民一人一人の健康増進に対して身体に傷や負担を与えない身体に優しい治療だけでは無く、親

切丁寧な助言相談、機能訓練による介護予防福祉等で高齢者からスポーツ選手まで幅広い活動を行

っております。

　それらの活動は 2020 年に東京でのオリンピックを控えた日本のスポーツ界および今後益々高齢

化を迎える現代社会において無くてはならないものであります。

　また柔道整復師の仕事は人間が本来持っている自然治癒力を生かし、患者さんとコミュニケーシ

ョンを図る中で状態を把握し時間をかけてしっかりと治療を行っていきます。その為、患者さんと

の信頼関係が生まれ患者さんの些細な変化にも気付く事が出来ます。それにより患者さんにとって

最善の治療を施すことが出来ると考えます。

　それらの活動が認められた事が今回の公益社団法人への認定に繋がったものと思われます。

　今後は公益社団法人として社会全体の利益、社会全体の機能向上を追求していく必要があります。

社会全体の利益に寄与する事は大変難しい事ですが長年大分県民の傍に寄り添った活動をされてき

た大分県柔道整復師会の会員の皆様であれば日本の伝統医術である接骨術、整骨術を会員の皆様同

士で切磋琢磨し、より良質な柔道整復術を身に付け今後も社会全体の利益に寄与し続けて下さると

確信しております。

　大分県柔道整復師会及び会員の皆様の今後益々のご発展とご健勝を祈念して御祝の言葉とさせて

頂きます。

　本当におめでとうございます。

祝　　辞

衆議院議員　　穴　見　陽　一
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　この度「大分県柔道整復師会」が公益社団法人となられました事に心よりお祝いを申し上げます。

　これも会員、諸先生がたの公益に資する、たゆまない努力の積み重ねの結果と深甚なる敬意を表

する次第です。

　「大分県柔道整復師」の先生がたは、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷など多様な病や痛みに対し、

医療的施術を提供し、市民、県民の本当に身近な「健康パートナー」として信頼されています。

　私も学生時代にスポーツをしていた関係で、よく捻挫、打撲などを治していただきました。先生

がたのおかげで痛みから解放され、健康体に復帰できた人々の喜びの声はいたる所で聞かれます。

　このような現状を見ますと、子どもから高齢者にいたるまで、安心、安全、健康を守る地域のサ

ポートセンターとしての役割も果たしていると言えましょう。

　現在、少子、高齢化が進み、医療費、社会保障費の増加が社会問題として浮上しています。「柔

道整復師」の先生がたのお仕事は、健康の維持と病気の進行を押しとどめる、大変重要な予防医学

の役割も果たされており、今後益々、地域社会から必要とされる「公益社団法人」となる事を確信

しています。

　また、活動として、法人会員相互の術理を深めるための講習会、研修会、そして広く一般に啓蒙

する学術公開セミナーを開催し、次代を担う青少年の健全育成の一環として少年柔道大会を主催す

る等、これまで幅広く展開されている貴団体ですが、変化の激しい時代状況のなか更に市民、県民

の要望に対応できる活動が期待されております。

　全国、各県に在る「柔道整復師会」のネットワークの力を活かし、国、地方行政が抱える福祉、

健康の諸課題の解決、克服にもご支援下さいますようお願い申し上げる次第でございます。

　結びに、重ねて「公益社団法人、大分県柔道整復師会」の益々のご発展と会員、諸先生がたのご

健勝を祈念申し上げまして祝辞とさせていただきます。

祝　　辞

内閣総理大臣補佐官
参議院議員　　衛　藤　晟　一
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　本日、大分県柔道整復師会の公益社団法人移行記念ならびに協同組合設立記念式典が、大分県知

事　広瀬勝貞様、衆議院議員　衛藤征士郎先生、衆議院議員　岩屋毅先生、参議院議員　礒崎陽輔

先生をはじめ、大勢のご来賓のご臨席を賜り、このように盛大に挙行されますこと、心よりお慶び

を申し上げます。

　また、晴れの表彰を受賞された会員の皆様、誠におめでとうございます。公益社団法人日本柔道

整復師会を代表して、お祝いを申し上げます。

　貴会は平成 25 年４月に公益社団法人として時代の要請に叶う組織に新しく移行されました。

　新公益法人制度は、明治 29 年に制度化されて以来の大改正であります。貴会も組織運営の抜本

的見直しなど、公益認定までの道のりは大変困難を極めたことと存じます。しかしながら、加藤和

信会長を中心に執行部が寝食を忘れて真摯に向き合い、そして、会員皆様の一致団結したご協力の

賜により、高いハードルを乗り越えられました。これまでのご努力に敬意を表しますとともに、重

ねてお祝いを申し上げます。

　我々柔道整復師は長い歴史の中で、地域医療の一端を担い、公衆衛生の向上に寄与してまいりま

した。今後も、この新たなスタートを契機として、公益法人としての責任の重さを再認識し、県民

の健康保持・増進に向けて地域に根ざし、貢献していく活動を積極的に展開されるよう切に希望す

るものであります。

　本会も柔道整復師が医療・介護・福祉の分野で、国民から求められる要望に如何に応えていくべ

きかを考え、最善を尽くす所存であります。

　ご来賓の皆様ならびに、諸先生方の更なるご指導を賜りますようお願い申し上げます。

　おわりに、ご参会いただきました関係各位の温かいご理解のもと、公益社団法人大分県柔道整復

師会が、加藤和信会長を中心に益々結束され、ご発展されますことと、本日お集まりの皆様のご健

勝とご活躍を心よりご祈念申し上げお祝いの言葉といたします。

平成 26 年２月９日

祝　　辞

公益社団法人　日本柔道整復師会
会長　　工　藤　鉄　男
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　新年明けましておめでとうございます。協同組合員，賛助会員の皆様におかれましては、輝かし

い新年をお迎えの事と、お慶び申し上げます。

　さて当組合は平成 23 年度大分県柔道整復師会臨時総会で会員より設立承認を頂き､ 設立にむけ

設立同意者 12 名（設立発起人４名）で設立認可の作業を行い、平成 24 年８月 10 日大分県より設

立許可をいただき､ 平成 24 年９月 25 日大分地方法務局登記完了しました｡ 組合員の医療・介護・

福祉・福利厚生等々協同組合が､ 課せられた課題は大なるものがある事を肝に銘じ運営し、少しず

つ組合員、賛助会員の方々に喜んでいただける組合にしたい気持ちで､ 役員一同取り組んでいると

ころでございます。

　当組合は全国的には後発組です、各柔道整復師協同組合の中には大変活発に活動されている県も

あります｡ 組合員 賛助会員 各位のご助言、ご指導を受け又大分県中小企業団体中央会より指導、

助言、監査等を受けながら時間がかなり掛かると思いますが、各協同組合に負けない素晴しい協同

組合に成れるよう、頑張りたいと念じています。

　平成 26 年２月９日公益社団法人移行・協同組合設立記念式典を挙行いたしました際､ 大変ご多

忙中にもかかわらず大分県中小企業団体中央会専務理事由布正春様、課長後藤一久様にお越しいた

だき過分なるご指導を賜わり、誠にありがとうございました｡ 今後の組合運営の基礎とし心新たに

した次第です。

　終わりに当組合設立にご尽力いただ

いた関係各位に感謝するとともに、今

後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお

願い申し上げます｡

大分県柔道整復師協同組合
設立ご挨拶

大分県柔道整復師協同組会
理事長　　河　野　靖　久
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〈会　長〉
（理事）

加藤　和信

〈副会長〉
（理事）

河野　靖久

〈監　事〉
宇都宮育郎
塩井　卓広

〈相談役〉
金枝　徳広
西邑伊三郎

〈学術部〉
（理事）

安東　鉄男

公益社団法人　大分県柔道整復師会　組織構成図
（H26 . 3 . 31　現在）

〈福祉部〉
（理事）

首藤　彰典

〈広報部〉
（理事）

野田　光広
（IT委員長）

〈生涯教育部〉
（理事）

福田　祐司

〈総務部〉
（理事）

江﨑　博明
（柔道委員長）

〈経理部〉
（理事）

土谷　恵一

〈保険部〉
（理事）

鎌田　実信

〈顧　問〉
清田　洋一

〈学術部会〉
学術部員

西原　　清
前川　羊介
重石　雄大
江藤　公博
安部良太郎
西邑　慎司
鎌田信之介
笠木　和久

〈IT委員会〉
IT委員

南　　徳泰
西原　　清
藤本　正高
尾林　大生
西邑幸一郎
近藤　史章
山下　活秀

〈柔道委員会〉
柔道委員

森　　政彦
酒井　裕治
永竿　茂男

〈大分県柔道整
復師協同組合〉

理事長
河野　靖久

副理事長
江﨑　博明

理事
首藤　彰典

監事
清田　洋一

評議員
加藤　和信
鎌田　実信
福田　祐司
安東　鉄男
野田　光広
土谷　恵一
宇都宮育郎
塩井　卓広

〈災害ボランティア〉
（コーディネーター）
清田　洋一
（東部）

加藤　和信
福田　祐司
土谷　恵一

（北部）
江﨑　博明

（西部）
河野　靖久

（中部）
安東　鉄男
野田　光広
首藤　彰典
塩井　卓広

（南部）
鎌田　実信

（豊肥）
宇都宮育郎

〈顧問弁護士〉
徳田　靖之

〈顧問税理士〉
森迫　考一

〈大分県柔道
整復師連盟〉

委員長
加藤　和信

副委員長
河野　靖久

委員
江﨑　博明

会計監督者
清田　洋一

代議員
鎌田　実信
福田　祐司
安東　鉄男
野田　光広
首藤　彰典
土谷　恵一
宇都宮育郎
塩井　卓広
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　本会の 65 年を振り返って、これを年末恒例行事にならって一文字で表そうとすると、表題の文
字になるのではないだろうか。
　終戦まもなく、本会を立ち上げるべく情熱を注いだ先輩方に始まり、今日までその時々の難題を
乗り越えてきた会員の努力は大変なものであったと思う。そしてその折々、周囲から会員を、会を
指導支援して下さった医師、行政など外部の方々がいたからこそ、今回の、100 年に一度といわれ
る制度改革での公益認定に至った、そのことを忘れてはならない。
　私の頭にまず浮かぶのは、国際車椅子マラソン大会の生みの親、故中村 裕

ゆたか

先生のことである。
私が会の学術部長に任命された昭和 53 年、おそるおそるお会いしたとき、講演のお願いをほんと
うに気持ちよく引き受けて下さり、先生の病院の大講堂で、当時の最新技術である、バネを使って
の腰椎圧迫骨折の整復手術などを全会員に講演して下さった。お名前のとおり気持ちの大きくゆた
かな先生であった。
　歴代県医師会長はじめ、会員ひとりひとりがお世話になっている先生、さらに全国的にも、初め
て柔整専門学校を開校された行岡忠雄先生など多くのたくましい医師の先生方が、柔整師のため、
柔整業界のため情熱を注いでくださった。これは今に続くことである。
　各県同じ状況であろう。それらの先生は、柔整技術と柔整師を信頼していたからこそのご支援で
ある。その信頼に背いてはいけないと思う。
　いま、全国に 13 の柔整学科を有する大学があり、大分では、間もなく会員から初の地元大学医
学部修士が誕生する。将来柔整学あるいは医学博士が誕生するかもしれない。
　これからの 100 年、その時どきの人の恩に感謝し、また患者さんから、あの先生にあの時治して
もらった、恩ある先生としたわれるなら、会員は、本会は、業界は　大丈夫。

恩

（公社）大分県柔道整復師会
顧問　　清　田　洋　一

寄　稿
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司会　総務部長　江　㟢　博　明

１、あいさつ  会長　加　藤　和　信

１、会員論文発表 座長　学術部長　安　東　鉄　男
　　     座長挨拶

　　     論文発表 西　原　　　清
       住　吉　壽　人

１、日整会長講話 司会　会長　加　藤　和　信
　　     　講師紹介

講話　公益社団法人日本柔道整復師会会長　工　藤　鉄　男 様

１、記念講演 司会　総務部長　江　㟢　博　明
笠　木　美代子

　　 開 会 の 言 葉 大分県柔道整復師協同組合　理事長　河　野　靖　久

　　 代 表 者 挨 拶 （公社）大分県柔道整復師会　会長　加　藤　和　信

　　 講　師　紹　介 （公社）大分県柔道整復師会　学術部長　安　東　鉄　男

　　 記　念　講　演 「地域に生きる―地域包括ケア―」
社会医療法人　敬和会　大分岡病院　院長

森　　　照　明 先生

　　 会　長　謝　辞 （公社）大分県柔道整復師会　会長　加　藤　和　信

　　 閉 会 の 言 葉 大分県柔道整復師協同組合　理事長　河　野　靖　久

公益社団法人移行・協同組合設立
記念式典並びに祝賀会
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記念式典次第

司会　総務部長　江　㟢　博　明
笠　木　美代子

１、開式の辞  大分県柔道整復師協同組合　理事長　河　野　靖　久

１、国歌斉唱 

１、式　　辞 公益社団法人大分県柔道整復師会　会長　加　藤　和　信

１、表　　彰

１、受賞者代表謝辞	 　重　石　一　昭

１、来賓祝辞
大分県知事　広　瀬　勝　貞 様

衆議院議員　衛　藤　征士郎 様

衆議院議員　岩　屋　　　毅 様

公益社団法人日本柔道整復師会会長　工　藤　鉄　男 様

１、来賓紹介

１、祝電披露

１、閉式の辞  大分県柔道整復師協同組合　理事長　河　野　靖　久
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司　会　保険部長　鎌　田　実　信
笠　木　美代子

１、開会のことば  大分県柔道整復師協同組合　理事長　河　野　靖　久

１、会長挨拶 公益社団法人大分県柔道整復師会　会　長　加　藤　和　信

１、来賓紹介 

１、乾　　杯 公益社団法人福岡県柔道整復師会　会　長　松　岡　　保 様

１、初発の儀 加　藤　和　信
安　部　幸一路

１、開　　宴
☆余興…「祝いの舞」　アプイナ：APUlna（APUインドネシアサークル）

１、万歳三唱 公益社団法人佐賀県柔道整復師会　会　長　富　永　敬　二 様

１、閉会のことば  大分県柔道整復師協同組合　理事長　河　野　靖　久

記念祝賀会次第
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大　分　県　知　事 　広　瀬　勝　貞 様

衆　議　院　議　員 　衛　藤　征士郎 様

衆　議　院　議　員 　岩　屋　　　毅 様

衆　議　院　議　員 　穴　見　陽　一 様

参　議　院　議　員 　衛　藤　晟　一 様

参　議　院　議　員 　礒　崎　陽　輔 様

社会医療法人　敬和会　大分岡病院　院長  　森　　　照　明 様

大分県中小企業団体中央会　専務理事 　由　布　正　春 様

大分県中小企業団体中央会　課長 　後　藤　一　久 様

一般社団法人大分県介護福祉士会　副会長  　石　橋　雅　彦 様

一般社団法人大分県介護福祉士会　副会長  　羽田野　年　郎 様

社会医療法人　敬和会　大分岡病院　総務企画室長 　栗　秋　良　子 様

公益社団法人　日本柔道整復師会　会長  　工　藤　鉄　男 様

公益社団法人　福岡県柔道整復師会　会長  　松　岡　　　保 様

公益社団法人　東京都柔道接骨師会　副会長 　伊　藤　述　史 様

公益社団法人　東京都柔道接骨師会　理事  　三　橋　裕　之 様

公益社団法人　佐賀県柔道整復師会　会長  　富　永　敬　二 様

公益社団法人　長崎県柔道整復師会　会長  　小　柳　　　博 様

公益社団法人　沖縄県柔道整復師会　会長  　平　良　光　政 様

公益社団法人　熊本県柔道整復師会　会長  　松　村　圭一郎 様

公益社団法人　鹿児島県柔道整復師会　会長 　内　　　清　治 様

公益社団法人　宮崎県柔道整復師会　会長  　奈　須　開　生 様

本会顧問弁護士　弁護士法人徳田法律事務所 　徳　田　靖　之 様

本会顧問税理士　森迫税理士事務所  　森　迫　考　一 様

御来賓芳名（順不同）
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大分県知事感謝状
 重　石　一　昭

公益社団法人日本柔道整復師会　会長感謝状
 宇都宮　育　郎

公益社団法人日本柔道整復師会　永年会員表彰
 住　吉　幸　助

公益社団法人大分県柔道整復師会　永年勤続表彰
 後　藤　　　進　　　　安　部　俊　男　　　　奥　田　哲　也
 山　内　　　一　　　　堅　田　兼　實　　　　飯　田　　　尊

表 彰 者 氏 名
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昭和 45 年　３月　東北大学医学部卒業　脳外科入局
昭和 57 年　４月　大分医科大学脳外科助教授
平成 13 年　４月　国立西別府病院長
平成 21 年　４月　湯布院厚生年金病院長
　　　　　　　　  国立病院機構西別府病院名誉院長
平成 25 年　４月　湯布院厚生年金病院医療顧問
平成 25 年　７月　社会医療法人敬和会大分岡病院長

＊学会関係
日本脳神経外科学会評議員　　日本脳卒中学会評議員
日本医療マネジメント学会評議員　　日本リハビリテーション学会会員
大分大学臨床教授など

＊リハビリテーション関係
大分県リハビリテーション支援センター長（～平成 25 年３月）
大分県地域包括ケア研究会会長　　大分県排尿リハ・ケア研究会副会長

＊医療安全関係
大分県医療コンフリクトマネジメント研究会会長
大分県医師会医事紛争処理委員会委員　　大分地方裁判所　　医事専門委員
NPO 大分県豊の国医療コミュニケーション副理事長
日本医療メディエーター協会認定医療メディエーター

＊スポーツ関係
日本臨床スポーツ医学会名誉会員　　一般社団法人大分県スポーツ学会理事長
⇒スポーツ救護ナース・救護員養成・派遣事業開始
日本オリンピック委員会強化スタッフ　スポーツドクター
元日本卓球協会スポーツ医科学委員長⇒ナショナルチームドクターとして
2013 年５月パリ開催の世界卓球選手権に帯同
大分県空手道連盟スポーツ医科学委員長　　大分県卓球協会常任理事など

賞罰
平成 20 年　日本結核医学会　塩田賞受賞
平成 24 年　大分合同新聞社　文化賞受賞

記  念  講  演

「地域に生きる―地域包括ケア―」
社会医療法人　敬和会　大分岡病院　院長　森　照明	先生

－ 19 －



記念講演　森 照明先生

礒崎 陽輔様岩屋 毅様

衛藤 征士郎様県知事ご祝辞（県福祉保健部長 平原 健史様）

ご来賓 ご来賓

本会顧問（森迫 考一税理士、徳田 靖之弁護士）

記念式典（ご来賓）

－ 20 －



工藤 鉄男日整会長

祝賀会（工藤日整会長とともに…）

－ 21 －



初
しょはつ

発の儀
ぎ アトラクション（APU インドネシアサークル）

万歳三唱

祝賀会（工藤日整会長とともに…）

－ 22 －



会のあゆみ

大分国体柔道競技

障害者スポーツ大会

コンディショニング風景 

H20年度

学術研修会

臨時総会

学術研修会

県知事表彰

－ 23 －



会のあゆみ

高田明和先生の記念講演高田明和先生

知事感謝状　住吉壽人会員

受　付著書にサイン中の講師

記念演武（杖道）安部幸一路・加藤和信両会員パフォーマンス（インドネシア・タイ民族舞踊）

萩原　正 日整会長ご祝辞 受賞者代表謝辞

60周年記念式典

会場風景

－ 24 －



“夢”おおいた整
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社団法人 大分県柔道整復師会広報誌 創刊号

柔道整復師とは

　「柔道整復師」とは、ほねつぎ・接骨師・整骨師として広く知られ、厚生労働大臣免許の下で打撲、捻挫、
挫傷（筋、腱の損傷）、骨折、脱臼などの施術をする職業の正式名称です。
　柔道整復師は、大学受験の資格がある者が３年以上、国が認定した学校・大学で専門知識を修得し、解
剖学、生理学など11科目の国家試験をパスして取得できる資格です。
　柔道整復師が施術を提供する接骨院や整骨院は公的に認められた機関であり、保険医療機関と同じよう
に保険証でかかることができます。また病医院等での勤務やスポーツトレーナーとして、活躍の場を広げ
ています。介護保険制度の中でも、ケアマネジャーや機能訓練指導員として福祉分野に貢献しています。

WHO（World Helth Organization）  OITA Judo Therapist Association Judotherapy

MAR 2010

平成21年度通常総会
　平成21年４月26日（日）10：00より、大分県整骨会館にて、連盟総会、政治講演会が行われ、午後
より会務報告、物故会員への黙祷、新入会員紹介後、平成21年度通常総会が、会員129名（委任39名）
出席のもと開催された。重石一昭会員役員表彰、野田健治、宇都宮育郎両会員30年永年表彰の披露後、
11議案を慎重審議し無事終了、その後懇親会が、大分駅前第一ホテルにて盛大に催された。

大分県整骨会館にて　総会風景

西邑伊三郎相談役、首藤彰典・宇都宮育郎監事、森迫税理士 議事録署名人 中村清造・西原清会員

宇都宮育郎・重石一昭・池田茂男（野田健治代理）会員 江﨑博明理事・森政彦・酒井裕治・永竿茂男各柔道委員

懇親会 懇親会

“夢”おおいた4

秋季学術研修会 一般参加の赤十字救急法講習会

　平成21年10月18日（日）、大分県整骨会館にて、池添祐彬日整講師による秋季学術研修会「肩周辺の臨
床診断並びに計測検査法」及び一般参加の赤十字救急法講習会が開催された。それぞれ75名、24名ほど参
加があり、その他に機能訓練指導員講習会、IT委員会によるパソコン講習会も行われた。

第６回日本マスターズ柔道大会
　平成21年９月26日（土）27日（日）両日、国体が開催された翌年にその経験を活かすために大分県立
総合体育館にて、30歳から85歳まで延べ500人の全国柔道愛好家の参加で行われた。本会より、清田洋一
会長＜66kg級（M8）銀メダル＞　安東鉄男理事 ＜柔の形　金メダル＞　田崎尚武会員＜100kg級（M8）
金メダル＞　重石雄大会員＜ 五の形 ５位入賞＞に出場し、それぞれ優秀な成績を収められた。まさに“生
涯柔道を通して互いの健康と長寿交歓”の合い言葉通りの大会となった。

清田洋一会長・安東鉄男理事・田崎尚武会員 試合風景

池添祐彬日整講師による「肩周辺の臨床診断並びに計測検査法」の研修会

会館での一般参加の赤十字救急法講習会

“夢”おおいた 7

日整九州ブロック会鹿児島大会
　平成21年６月26日～28日、鹿児島市城山観光ホテルにて、日本柔道整復師会九州ブロック会鹿児島大
会、総会、学会、柔道大会が開催された。
　本県より39名の参加があり、学会の論文発表では、安部良太郎会員による「第８回全国障害者スポー
ツ大会から考察するコンディショニングルームの有効性について」があり、柔道大会では、特別表彰を
田邉　順会員（25回出場）酒井裕治会員（10回出場）が受け、個人戦で30才代の部で大谷直人会員の２
位、40歳代の部で安松宏幸会員の３位と入賞し、団体で福岡県、宮崎県につづき３位となった。

各県発表論文発表する安部良太郎会員

大谷直人会員 安松宏幸会員（右）

酒井裕治会員
（10回出場）

祝！団体３位入賞

各県発表者一同 特別講演
「柔道整復師の娘が医者になったら」

河野史代先生

田邉順会員
（25回出場）

“夢”おおいた 3

　団体では、４年連続USAs.j.c Aが４度目
の優勝、２位はUSAs.j.cB、３位に安岐少年
少女柔道クラブ雄心館道場Ａとなった。個人
戦では、４、５、６年生の部より選考された
５名の選手が代表となり、永竿茂男会員監督
のもと、10月12日の講道館で開催される日
整全国少年柔道大会に出場した。

USAs.j.cA・B

第５回大分県整骨旗争奪少年柔道大会

表彰式

県代表チーム　永竿茂男会員 監督

東京（講道館）での日整全国少年柔道大会入場式
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　2010年、輝かしき歳の初めにこの広報誌が産声をあげました。

　ちょうど我が国は、行政改革の一つ、110数年振りとなる公益法人制度改革

が進展中であり、本会もこの流れに沿って、一層公益に資する組織として成

長していかねばなりません。このような節目のときにあたり、一層開かれた柔

道整復師会を目指し、社会の方々と会員との交流の懸け橋となればとの目的で、

本誌が発刊されました。末永く、読者の皆様と共に歩んで行ければと願って

います。

　本会は昭和22年（1947年）７月に柔道整復師の県内唯一の組織「大分県柔

道整復師会」として正式発足し、昭和53年（1978年）４月に「社団法人 大分

県柔道整復師会」となり現在に至っております。諸先輩のこれまでの地道なご

労苦と関係各位の適切なご指導を思い起こし、感謝の気持ちを新たにしており

ます。

　現在、県内各地で整骨院或いは接骨院を開業している、135名の柔道整復

師が会員として活動しています。また、関係機関に勤務或いは会員の元で研

修している同じく８名が準会員として所属しています。

　これまでも本会は公益法人として、柔道整復術の向上、健康保険制度への

協力等10余の基本事業を続けて参りました。介護保険制度が実施されてから

は、機能訓練指導員或いはケアマネージャーの資格で、この分野でも組織的

に活動しております。そして又、専門治療技術を有効に活用してのスポーツ救

護、災害救護、さらに、青少年の健全育成を目的とした「大分県整骨旗争奪

少年柔道大会」など社会・ボランティア活動にも積極的に取り組んで参りま

した。これからも、特に医療、福祉の分野で一層社会に貢献していきたいと存

じます。

　行政機関はじめ医療・福祉関係の皆様、そして一般読者の方々のご指導ご

鞭撻とご提言をお願い申し上げます。

　また、有資格者（柔道整復師）の方々には是非ご入会をお願い申し上げます。

この広報誌が皆様に愛され、有効に活用されることをあらためて願い、発刊の

ご挨拶とさせて頂きます。

　創刊にあたり

         ご 挨 拶

社団法人 大分県柔道整復師会
会 長　清　田　洋　一
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平成21年春季学術研修会

　平成21年２月11日（祝）、大分県整骨会館にて、平成20年度第3回春季学術研修会が開催された。81
名の会員出席のもと、会務報告後、馴松義啓先生による＜頚椎、腰椎疾患について＞レントゲン、最新
MRI画像を使用した講演があり、その後若手から中堅ベテラン４名による会員発表があった。午後より
龍雲堂堀越接骨院院長　町田雅美先生による＜電気的神経ブロック療法＞実技講演があった。最後に長
湯温泉水「マグナ1800」の飲用効果の紹介があり、少し予定をオーバーしたが、中身の濃い充実した１
日であった。

平成21年夏季学術研修会

　平成21年６月14日（日）、大分県整骨会館にて、会員55名参加による夏季学術研修会が行われた。会務
報告後、加藤和信理事による「機能訓練時のリスクマネージメント」、赤十字救急法指導員の先生による「赤
十字救急法講習」の講義、実技が行われた。本研修会は、日整機能訓練指導員フォローアップ講習会を兼
ねている。

杉田洋一副会長（左）による会務報告（会館２F会議室） 加藤和信理事

会館２F　多目的ホール（120畳）にて赤十字救急法講習会

“夢”おおいた6

　平成21年７月20日海の日に、別府市総合
体育館「べっぷアリーナ」にて、第５回大分
県整骨旗争奪少年柔道大会（第18回文部科学
大臣杯争奪日整全国少年柔道大会選考会を兼
ねる）が大雨のなか開催された。県内34道場
・クラブより50チーム384名の選手が出場、
本会より80数名の会員が参加し大会運営がな
された。

USAs.j.cA・B

佐伯　鎌田道場　鎌田実信理事（中央）

第５回大分県整骨旗争奪少年柔道大会

翔南Ｊr柔道クラブ　藤本正高会員

熱戦
“夢”おおいた8

平成21年度臨時総会
　平成21年11月29日（日）10：00より、大分市内　東洋ホテルにて、保険講習会、新公益法人に関す
る説明会を行った。午後より、会務報告、連盟会議、新入会員紹介、加藤和信、西原　清、西邑幸一郎
各会員のボランティア活動表彰披露後、平成21年度臨時総会が、会員129名（委任25名）出席のもと開
催された。３議案を慎重審議し無事終了後、懇親会が盛大に催された。

河野靖久議長 議事録署名人 入江政樹・木谷充良会員

東洋ホテルにて 臨時総会

執行部 福田祐司理事（中央） 金枝徳広相談役

懇親会 ボランティア活動表彰　加藤和信理事・西邑幸一郎会員

“夢”おおいた 5
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社団法人 大分県柔道整復師会広報誌 第２号

柔道整復師とは

　「柔道整復師」とは、ほねつぎ・接骨師・整骨師として広く知られ、厚生労働大臣免許の下で打撲、捻挫、
挫傷（筋、腱の損傷）、骨折、脱臼などの施術をする職業の正式名称です。
　柔道整復師は、大学受験の資格がある者が３年以上、国が認定した学校・大学で専門知識を修得し、解
剖学、生理学など11科目の国家試験をパスして取得できる資格です。
　柔道整復師が施術を提供する接骨院や整骨院は公的に認められた機関であり、保険医療機関と同じよう
に保険証でかかることができます。また病医院等での勤務やスポーツトレーナーとして、活躍の場を広げ
ています。介護保険制度の中でも、ケアマネジャーや機能訓練指導員として福祉分野に貢献しています。

WHO（World Helth Organization）  OITA Judo Therapist Association

MAR 2011

大分県災害ボランティア体験型研修会参加
　平成22年12月５日（日）に大分市田ノ浦ビーチに於いて体験型研修会が開催された。当日は穏やかな快晴
のもと、登録団体の連携強化と交流を含めた知識習得を目的とした研修会に、登録団体である本会も役員を
はじめ登録会員が参加された。竜巻、地震体験及び消火、避難誘導訓練等が行われ無事終了することができた。

2010年日本柔道整復接骨医学会主催研修会福岡大会参加
　平成22年11月21日（日）、福岡医療専門学校にて、2010年日本柔道整復接骨医学会主催研修会が開催さ
れ、本会からも役員、会員多数参加した。
　開講式後、下記講演、講座があり閉講式時に終了証授与が行われた。

　　　「成長期スポーツ障害の診断と治療」千葉大学名誉教授　鹿島労災病院長　守屋秀繁
　　　「最近話題の運動器疾患」筑波大学　名誉教授　宮永　豊（認定柔道整復師制度委員長）
　　　「スポーツ傷害に対する整形外科医と柔道整復師の連携」福岡大学病院長　内藤　正俊　
　　　「麻薬に溺れる心の不思議」福岡大学　副学長　藤原道弘

参考： ＜日本柔道整復接骨医学会（会長　守屋秀繁）＞は、柔道整復接骨医学に関する学理およびその応
用に関する研究発表ならびに連絡、知識の交換、情報の提供等を行うことにより柔道整復接骨医学
に関する進歩普及を図り、学術の発展に寄与することを目的とする。

守屋秀繁先生

研修会風景

左より加藤和信会長、中村清造会員、河野
靖久副会長、清田洋一顧問、手嶌重徳会員

藤原道弘先生 鎌田実信理事、加藤和信会長

宮永豊先生 内藤正俊先生

“夢”おおいた 9

第33回九ブロ柔道大会
本県団体準優勝　安東理事優勝

　平成22年７月10日(土)、福岡市福岡武道場にて、厚生労働大臣杯争奪第33回九州ブロック会柔道大会が
開催され、特別表彰を大谷直人会員（10回出場）が受けた。個人戦で50歳代の部で安東鉄男理事の優勝、
30歳代の部で大谷直人会員が３位入賞し、団体で本県は福岡県につづき準優勝となった。（３位宮崎県）
　尚、安東鉄男理事（７段）は、第34回日整全国柔道大会に九州ブロック代表大将として出場し、１回戦で、
優勝した北信越西部と戦い僅差で敗退した。

開会式

国広幸治会員

大谷直人会員
30歳代（３位）

安東鉄男理事
50歳代（優勝）

表彰式
高橋祥三・迫野哲也会員

第34回日整全国柔道大会
熱戦風景

祝! !  団体準優勝

安東鉄男理事決勝戦 永竿茂男会員

特別表彰　大谷直人会員
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県代表チーム

参加会員一同

森政彦会員

表彰式

　平成22年７月４日（日）に、別府市総合 体育館「べっぷアリーナ」にて、第６回大分県整骨
旗争奪少年柔道大会（第19回文部科学大臣 杯争奪日整全国少年柔道大会予選会を兼ねる）が
開催された。県内33道場・クラブより48チ ーム400名の選手の出場、本会より90数名の会員
が参加し大会運営がなされた。団体では、４ 年連続USAs.j.c Aが５度目の優勝、２位は豊後大
野市少年柔道教室A、３位は高田少年柔道ク ラブ、錬徳館道場Aとなった。個人戦では、４,５,
６年生の部より予選された５名の選手が代表 となった。代表チームは重石雄大会員監督のもと、
10月11日の講道館大道場で開催された第19 回日整全国少年柔道大会に出場し、本県過去最高
位のベスト８となり敢闘賞を受賞した。

体育館「べっぷアリーナ」にて、第６回大分県整骨体育館「べっぷアリーナ」にて、第６回大分県整骨
第６回大分県整骨旗　 争奪少年柔道大会開催
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第19回日本柔道整復接骨医学会学術大会報告
　平成22年9月19日（日）20日（月、祝）、富山国際会議場にて第19回
日本柔道整復接骨医学会が開催された。本県より、論文口頭発表に、九
州ブロックより選考された野田克之会員による「股関節安定性向上の一
考察」江藤公博会員による「後足部の安定化テーピングとパフォーマン
ス変化」の２編が発表された。

後足部の安定化テーピングとパフォーマンス変化
　 江藤　公博 会員（日出町）　
key words : 後足部テーピング、ウィンドラス機構、縦アーチ

　当院において日頃から治療に用いているテーピング法に、一枚の短い伸縮テー
プ(15cm)を後足部に貼付することでパフォーマンスの改善に有効である事を経
験しているテーピング法が有る。このテーピングを行った患者の多くに、後足部
が安定し踏ん張りやすいという意見が多く、今回このテーピング法が実際にパフ
ォーマンス改善に寄与しているかを簡単な測定方法を用いて比較し良好な結果を得たので報告する。
　測定方法は静止状態の片脚立ちから上肢の振りを利用し前方に跳ぶ、｢片脚立ち幅跳び｣を調査法として用い、
その跳躍距離を計測することにした。(対象は健常な成人男女５名)　テーピング法は5cm幅の伸縮テープを15cm
に切り、座位にて距腿関節・距骨下関節の中間位を確認し、その肢位を維持してもらい回内制限を加えテープを
外果延長上の足底やや外側方から貼り始め、一方の拇指で踵骨底部からアーチを押し上げながら適度にテープを
伸長させ、足底部を内側へと貼っていく。載距突起をかすめるように貼っていき、アキレス腱付着部まで巻く。
【結果・考察】
　被験者５名のテープの有無における変化は、テープ施行時に跳躍距離が平均3.0cm伸びており、今回のテーピ
ングによる跳躍距離の優位性を確認することができた。
　一般的に跳躍踏み切り時には後足部は地面と接しておらず、ＭＴＰ関節は背屈状態にある。この状態は足のウ
ィンドラス機構が働く肢位であり、本テープにより足底腱膜の付着部を圧迫しているため、ウィンドラス機構に
よって巻き上げられ増強した縦アーチが、さらに安定すると思われる。さらに距骨下関節を回内回外中間位に保
持させる事により片脚荷重下でも距骨下関節が回内位になりにくくなる。そして横足根関節が安定し、足部の関
節構築が堅固に保たれることにより下肢のアライメントが整い、効率よく跳躍力が発揮できる結果となり、跳躍
距離に良好な変化が及んだのではないかと思われる。

股関節安定性向上の一考察
 野田　克之 会員（大分市）　
key words : 変形性股関節症・トラックバンド

　日常の施術で扱う股関節捻挫の中には、下地に関節の変形が有り疼痛を訴え来
院する患者が少なからずいる様である。今回の題材となった47才：女性：看護
師も不定期に股関節を繰り返して負傷し当院に来院している。この患者も下地に
変形性股関節症が有り、ＯＡが有る事により股関節を負傷し易い要因になってい
ると考えられる。ＯＡを進行させる因子を少しでも取り除けば症状の軽減が得られると考えられる。
　今回は特に関節に加わる負荷を減らす事を主な目的とした。一般的な股関節のサポーターは、骨盤から大腿部
を弾力の有る生地で包み込む物が多いが、大転子まで包み込まずとも上前腸骨棘から大転子までの高さをベルト
で一周巻く事で、軟部組織を介し股関節に対し適切な圧迫力を得られると考えた。当初骨盤ベルトの使用も考え
たが、伸縮性が無く軟性ですべらないと言う点で、トラックバンドの方が適当ではないかと考え制作し着用させた。
【まとめ】
　この患者は周期的に疼痛の強い時期、疼痛をあまり感じない時期を繰り返しており、今回のトラックバンドに
よるサポーターで、通常のサポーターより疼痛の軽減、跛行の程度の減少は見られた。しかし今後予想される症
状等を先送りにするためには、患者本人に正しく状況を理解してもらい、可能な限り自分でも努力するよう指導
助言する。
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療養費算定基準の一部改正についての研修会

日整役員による研修会

　平成22年８月22日（日）午前９時より、本県整骨会館２階会議室にて、本年9月より施行される療養費
算定基準の一部改正についての研修会が会員108名出席のもと開催された。鎌田保険部長より改正部分の
詳細説明があり質疑応答後無事終了した。

　平成22年10月24日（日）午後、大分県教育会館にて、森本賀津雄講師（日整代議員・都柔接総務部長）
による「公益法人について」、三橋裕之講師（日整保険部・都柔接保険部長）による「今後の柔道整復師の
療養費について」講演がなされた。会員122名出席のもと、重要で難解テーマであったがわかりやすく講
演していただき大変有意義な研修会となった。

平成22年　解剖見学実習
　平成22年８月19日（木）午後1時より、独立行政法人大分大学医学部の先生方のご高配をいただき、解
剖見学実習が開催された。本会においても画期的なことで、平日にもかかわらず会員等43名の参加があり、
“人体構造の系統的局所的観察を行い構造と機能との関連性を理解し、また献体の意義を知るとともに生命
の尊厳について考察する”ことを目的とした有意義な研修であった。

講義風景

鎌田実信保険部長

研修会風景 左より森本賀津雄講師、会長、三橋裕之講師

研修会風景
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選手宣誓

開会式 優勝　USAs.j.c Aチーム

会長あいさつ
熱　戦　風　景

右側 田崎尚武会員

個人戦決勝戦 永竿茂男会員

　平成22年７月４日（日）に、別府市総合 体育館「べっぷアリーナ」にて、第６回大分県整骨
旗争奪少年柔道大会（第19回文部科学大臣 杯争奪日整全国少年柔道大会予選会を兼ねる）が
開催された。県内33道場・クラブより48チ ーム400名の選手の出場、本会より90数名の会員
が参加し大会運営がなされた。団体では、４ 年連続USAs.j.c Aが５度目の優勝、２位は豊後大
野市少年柔道教室A、３位は高田少年柔道ク ラブ、錬徳館道場Aとなった。個人戦では、４,５,
６年生の部より予選された５名の選手が代表 となった。代表チームは重石雄大会員監督のもと、
10月11日の講道館大道場で開催された第19 回日整全国少年柔道大会に出場し、本県過去最高
位のベスト８となり敢闘賞を受賞した。

　平成22年７月４日（日）に、別府市総合　平成22年７月４日（日）に、別府市総合
第６回大分県整骨旗　 争奪少年柔道大会開催
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　平成22年２月28日(日)、大分県整骨会館にて、平成21年度第３回春季学術研修会が参加89名のもと開催
された。会長挨拶、会務報告、パネルディスカッション後、馴松義啓先生による“日常遭遇する上肢の疾
患（外傷を含む）”講演があり、100例近い症例をわかりやすく丁寧に御教授していただいた。その後４名
の会員発表後、加藤理事による＜機能訓練指導員フォローアップ講習会＞が行われた。

　平成2２年６月６日（日）午前９時より、大分県整骨会館にて、会員70余名参加による学術研修会が行われ
た。会務報告後、学術部長による「急性、亜急性について」の講義後、赤十字救急法指導員の先生による最
新の一般参加による「赤十字救急法講習」の講義、実技が行われた。午後より本県整骨旗争奪少年柔道大会
打ち合わせ後、安東鉄男理事及び柔道委員による国際柔道連盟試合審判規定及び安全管理の講演が行われた。

平成21年度（第３回）春季学術研修会

平成22年夏季学術研修会

住吉寿人会員

研修会風景

研修会風景

赤十字救急法実技 審判講習

赤十字救急法講義

江藤公博会員

馴松義啓先生
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平成22年度通常総会

平成22年度臨時総会

　平成22年４月25日（日）10：00より、大分県整骨会館にて、連盟総会、政治講演会が行われ、午後よ
り会務報告、物故会員への黙祷、新入会員紹介後、平成22年度通常総会が、会員127名（委任42名）出席
のもと開催された。田邉　順、土谷恵一両会員30年永年表彰と学術表彰の披露後、12議案を慎重審議し無
事終了後、役員改選が行われた。その結果首藤彰典、土谷恵一２名の新理事と塩井卓広新監事が選出され、
加藤和信新会長、河野靖久新副会長となり、新執行部となった。その後懇親会が、大分駅前第一ホテルに
て盛大に催された。

　平成22年11月23日（火・祝）11：00より、大分市内　トキハ会館にて、新体制になり初めての臨時総会
が開催された。会議に先立ち、会務報告、連盟会議、新入会員紹介後、平成22年度臨時総会が、会員134
名（委任46名）出席のもと開催された。新公益法人認定に向けての準備状況説明及び第6回本県整骨旗争
奪少年柔道大会会計報告が行われた。慎重審議し無事終了後、懇親会が来賓参加のもと盛大に催された。

田邉順会員　土谷恵一理事

総会風景

顧問・相談役

新執行部

会長あいさつ

議事録署名人 尾林大生、川端高智会員

臨時総会風景

九ブロ柔道大会出場選手

議事録署名人 林宗一郎、重石雄大会員 総会風景

会長あいさつ 学術表彰　左より江藤公博会員、野田
克之会員、鎌田実信理事、住吉寿人会員
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社団法人 大分県柔道整復師会広報誌 第３号

柔道整復師とは

　「柔道整復師」とは、ほねつぎ・接骨師・整骨師として広く知られ、厚生労働大臣免許の下で打撲、捻挫、
挫傷（筋、腱の損傷）、骨折、脱臼などの施術をする職業の正式名称です。
　柔道整復師は、大学受験の資格がある者が３年以上、国が認定した学校・大学で専門知識を修得し、解
剖学、生理学など11科目の国家試験をパスして取得できる資格です。
　柔道整復師が施術を提供する接骨院や整骨院は公的に認められた機関であり、保険医療機関と同じよう
に保険証でかかることができます。また病医院等での勤務やスポーツトレーナーとして、活躍の場を広げ
ています。介護保険制度の中でも、ケアマネジャーや機能訓練指導員として福祉分野に貢献しています。

WHO（World Helth Organization）  OITA Judo Therapist Association

MAR 2012

平成23年度通常総会

平成23年度臨時総会

　平成23年４月24日（日）10：00より、大分県整骨会館にて、会務報告、連盟総会、政治講演会が行われた。今年度
は清田洋一顧問に自民党より「優良党員表彰」が授与された。午後より、物故者及び東日本大震災で犠牲になられた方々
への黙祷、新入会員紹介後、平成23年度通常総会が、会員136名（委任49名）出席のもと開催された。その後、被表彰
者発表があり、11議案を慎重審議し無事終了した。今年は東日本大震災直後ということもあり、懇親会は中止とした。

　平成23年11月23日（水、祝）11：00より、大分第一ホテルにて、平成23年度臨時総会が開催された。総会に先
立ち、政治講演会、会務報告、被表彰者発表、新入会員紹介後、臨時総会が、出席140名（委任47名）のもと開催
された。第１号から第４号議案について慎重審議され無事終了した。その後懇親会が来賓参加のもと盛大に催された。
＊ 被表彰会員
　◎日整ボランティア活動優良表彰…西邑伊三郎　田邊　順　安東鉄男
　◎日整生涯学習認定表彰…安東鉄男　江崎博明　河野靖久　鎌田実信　清田洋一　首藤彰典　野田光広

＊ 被表彰会員
　◎30年永年勤続表彰…小林三二  藤川勝雄  吉成　章  加藤和信  奥田輝重  福田祐司  河野靖久  鎌田実信  武原　誠
　◎永年役員表彰…清田洋一前会長　杉田洋一前副会長
　◎日整ボランティア活動優良表彰…南　徳泰　田崎尚武　尾林大生
　◎学術表彰…住吉寿人　園田智恵子　安部良太郎　薬師寺政充

総会風景 加藤会長

永年役員表彰30年永年勤続表彰 日整ボランティア活動優良表彰 学術表彰

日整ボランティア活動優良表彰総会風景 総会風景議事録署名人
永岡公司  江藤公博 会員

杉田洋一前副会長　表彰される。

　平成23年11月３日(木、祝)、県庁にて　県は本年度の県功労者表彰の被
表彰者を発表した。地方自治、学術文化振興など11分野で功労のあった62
人と11団体が選ばれた。本会も功労が認められ社会福祉保健分野より、杉
田洋一前副会長が表彰された。

監事  相談役議事録署名人
林宗一郎  重石雄大 会員
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県災害ボランティア体験型研修会参加
　平成24年１月15日（日）に、県総合社会福祉会館で東日本大震災を受け上記研修会が開催され、本会より
会員６名が参加した。「災害時避難所はどのような運営が求められるか」―大災害が起き約70名が避難所
に詰め掛けたという設定をし、参加者が配役を決められ模擬体験した後、それぞれの立場で検証した。災
害直後すべて行政では対応できず、まず命と暮らしを守るためには個人で考え行動する事が重要で、また
日頃からの訓練の必要性がある。

手嶌重徳  中村清造 会員 参加会員 研修風景

会 員 紹 介

　毎週月、水、金の夕方、大分県整骨会館内の清練館道
場には、いつも元気な声が聞こえる。老若男女大人から
子どもまで稽古に励んでいる。「礼にはじまり、礼に終わ
る」「精力善用」「自他共栄」を大事にされておられる館
長は重石一昭会員（七段、元理事）である。先代の重石一郎先生は元副会長で、御子息の重石雄大先生も会員である。本
会の黎明期より現在まで整骨院はもちろん道場を継続されているところは、数少ない。
　柔道整復術は柔術の活法をルーツに持つ自然治癒能力を最大限発揮する日本独自の伝統医療であり、柔道とは切って
も切れない関係にある。道場を開かれて37年あまり少年から成人まで長年育成されたお弟子さんは800名を超えられた。
清練館道場で、心身の成長はもちろん「こころゆたかに」目先の勝負にこだわらない “真の柔道” を学んだことだろう。

清
せい

練
れん

館
かん

道
どう

場
じょう

大整会（本会ゴルフ部）だより

第35回（5.8）九州ブロック会親善ゴルフコンペ（熊本司ロイヤル）
10位　塩井卓広

平成23年大整会ゴルフコンペ優勝会員
第43回（3.27）　野田光広（城島高原）
第44回（7.24）　藤田幸次（大分吉野）
第45回（9.11）　恒松　史（別府豊岡）

第44回大会

鎌田実信先生 柔道六段に昇段
　本会理事の鎌田実信先生が、柔道における長年の功績が認められ、平成24年１月８日付けで
講道館六段に昇段されました。鎌田先生は、父故鎌田実八段が開設した道場を受け継ぎ、全日本
実業団個人選手権52㌔級４年連続準優勝の小島愛子選手（自衛隊体育学校）など多くの選手を育
成し、現在指導及び佐伯市柔道連盟の役員として活躍しています。

鎌田 実信  会員

稽古風景
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レオナルド・ダ・ビンチが描いた足骨、小指骨の中節骨はあるか否か？
 安東鉄男・重石雄大 会員、島田達生 先生(大分医学技術専門学校)　
key words : 足骨、小指骨、レオナルド・ダ・ビンチ、解剖図、足型
【背景】二足歩行をとるヒトの足は、26対の骨からなり、全体重をしっかり支えている。
特に、前足部の足指は運動性にも富み、生活や行動にも重要な役割をはたしている。
靴の選択は実用性よりもむしろファッションを重視している。靴や加齢によって足の
変形がみられ、足の疲れや痛みを感じている人が増えている。女子大学生を対象に足
型測定器を使った足型実態調査によると、約半数に足の異常(中等度の外反母趾、第５
指の浮き指、鈎足、扁平足)があり、40％に第５指の浮き指があった。(形態・機能4 
: 53-60、2006)。解剖学の教科書は、足の小指骨が基節骨、中節骨、末節骨の３つか
らなると記しているが、外観上それを同定する事は難しい。そこで、我々は小指骨の
様相をレオナルド・ダ・ビンチ(15世紀)の解剖図や日本で最初の解剖図｢解体新書｣を含む国内外の解剖学の本や文
献を調べる。併せて、解剖実習やレントゲン写真からの情報も得る。
【方法】国内外の解剖学の教科書や文献検索から足の小指骨の形態を調べる。また、足の解剖所見とレントゲン所見
をも検討する。
【結果】｢解体新書、1774｣、｢分担解剖学、1950｣および最近の国内外の解剖学書には、足の小指骨は基節、中節、
末節骨からなる図が描かれている。一方、人体解剖所見やレントゲン所見では、中節骨と末節骨が融合してーつの骨
になっていることが多いという報告があり、我々もこれを確認した。ダ・ビンチが描いた小指骨は中節骨を欠き基筋
骨と末節骨の二つの骨からなっていた。
【考察】イタリア人は騎馬民族で靴の文化、一方日本人は農耕民族で下駄や草履の文化である。このことが足の形を
大きく変えている事が推察される。

（社）日本柔道整復師会
第40回九州学会宮崎大会

　平成23年７月10日(日)、宮崎市のシーガイアコンベンションセンタ
ーにて、上記学会が開催された。本県より47名の参加のもと、特別講
演『変形性膝関節症の病態と治療』　＜日本柔道整復接骨医学会　守屋
秀繁会長＞の後、会員発表（８題）があった。本会より、安部良太郎
会員による「中足骨多発骨折におけるDYJOCトレーニングの一考察」、
園田智恵子会員による「くまでテープを用いた中足間関節の施療法―
足関節、膝関節捻挫の予防と施療―」の２編が発表された。

学会風景 大分県発表者

守屋秀繁 学会会長
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参加会員一同

熱　戦　風　景

　平成23年６月26日（日）に、別府市総合体育館「べっぷアリーナ」に
て、第７回大分県整骨旗争奪少年柔道大会（第20回文部科学大臣杯争
奪日整全国少年柔道大会予選会を兼ねる）が開催された。県下31道場
・クラブより40チーム313名の選手の出場、本会より全会員が参加し
大会運営がなされた。団体では、４年連続USAs.j.c が６度目の優勝、
２位は自勝舘A３位は中津少年柔道クラブB、杵築市柔道連盟少年少
女部Aとなった。個人戦では、４,５,６年生の部より予選された５名の
選手が代表となり、10月10日の講道館で開催される日整全国少年柔
道大会に出場し、ベスト８に入賞した。
また今年は演武「極めの形」が取・安東鉄男会員（七段）受・重石雄大
会員（五段）により行われた。

第７回大分県整骨旗　 争奪少年柔道大会開催
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第20回日本柔道整復接骨医学会学術大会
　平成23年10月22日（土）～23日（日）、千葉県の幕張メッセ国際会議場に
て、「柔道整復とスポーツ医学」の大会テーマのもと上記学会が開催された。
本会より、園田智恵子会員による「くまでテープを用いた中足間関節の施
療法―足関節、膝関節捻挫の予防と施療」（口頭発表：その他）と安部良太
郎会員による「中足骨多発骨折におけるDYJOCトレーニングの一考察」（口
頭発表：運動療法）、安東鉄男会員、重石雄大会員、島田達生先生（大分医
学技術専門学校）による「レオナルド・ダ・ビンチが描いた足骨、小指骨
の中節骨はあるか否か？」（ポスター発表：基礎医学）３編が発表された。

くまでテープを用いた中足間関節の施療法-足関節・膝関節捻挫の予防と施療
 園田  智恵子 会員（衛藤整骨院）　
key words : くまでテープ、中足間関節の施療法、TTパワーテックス、足関節・膝関節捻挫の予防
【背景】初検時に立位及び仰臥位にて足趾の底屈や屈曲制限の有無を見る時、足先をやや強く足
底に曲げた際の患者の状態を見るのだが、腰下肢に症状がある時、痛みやこわばりを認めるこ
とに着目し、90人の患者を対象に足趾を検査し、くまでテープを施療に用い良好な結果を得た。
【方法】患者の足底にTTパワーテックス5cm幅のテープを足のサイズに切り、端を5cm残し
四等分しテープの片方を踵に残りを足底から１本１本足趾間を通し足背に貼る(縦アーチ)伸縮
性テープ(5cm幅)23cm位に切ったものを中足間関節に足背から始め足底を通し足背まで貼る
(横アーチ)この２つのテープを組み合わせ中足間関節の安定に努める。
【結果・くまでテープの適応症】1、足関節・足趾関節、膝関節、股関節、腰部の捻挫の予防と
施療。2、下肢の骨折の拘縮後療の施療。3、下肢の筋力低下、歩行時の不安定の改善。4、高齢者の転倒防止目的。5、各種ス
ポーツ選手における下肢の安定補助。6、立ち仕事においての足底の負荷の軽減。
【考察】足底は、縦アーチ(短趾屈筋、足底方形筋)横アーチ(横中足靭帯一中足間関節)にて形成されている。中足関節の緩みが
足趾の力を衰えさせ、弱った足趾をカバーし、つまずかないように必要以上に足先を上げ、中足関節に負担がかかる。緩んでい
る側の足先が外に流れ、蹴りだす時や停止時にブレーキ作用が起きず必要以上のネジレが生じ、転倒や捻挫につながる。今回、
使用したくまでテープに付着しているトルマリン作用により足底の筋肉バランスが良くなり足趾に力が入る。即ちくまでテープ
を貼ることにより足底(縦・横のアーチ)を安定させることが出来、足関節・足趾関節、膝関節、股関節、腰部の捻挫の予防や施
療に役立つと期待できる。

中足骨多発骨折におけるＤＹＪＯＣトレーニングの一考察
 安部  良太郎 会員（調和整骨院鶴崎）　
key words : 中足骨多発骨折、外傷性扁平足、荷重時の疼痛、関節モビリゼーション、ＤＹＪＯＣトレーニング
【目的】中足骨骨折は変形治癒(外傷性扁平足等)、頑固な荷重時の疼痛を残す事があり、特に多
数の中足骨が同時に骨折する場合に多い。今回、交通事故により中足骨多発骨折を受傷し、整形
外科にて観血的に整復、骨内挿入物(スクリュープレート、Ｋ-ｗirｅ)除去後、当院にてＤＹＪ
ＯＣトレーニングを取り入れて対応した症例について報告する。
【方法】24歳女性。バイク運転中、軽トラックと右足足底部が接触、足関節が背屈強制され負傷。
画像所見は第2～5中足骨骨折と診断され、第2、4中足骨は横骨折、第３中足骨は斜骨折、第
５中足骨は粉砕骨折を呈し、リスフラン関節の外側脱臼を合併している。整復は整形外科にて観
血的に行われ、骨内挿入物除去後当院にて後療法を行った。開始時の所見は足背の浮腫、荷重時の疼痛、足底アーチの低下、足関
節の可動域の制限がみられた。後療法は、足底アーチの低下に関与していると思われるリスフラン関節の拘縮に対してのモビリゼ
ーションと、足部の可動域制限に対してＤＹＪＯＣトレーニング(神経運動器協調訓練としての動的関節制動訓練)を中心に実施した。
【結果】荷重時の疼痛については後療法開始時を10としてVAS評価してもらい、中止の時点では２であった。足関節の可動域は、
後療法開始時は底屈30度、背屈10度であったが、中止の時点では底屈40度、背屈20度であり、底屈に10度の改善、背屈に10
度の改善がみられた。
【考察】今回のような中足骨多発骨折の症例では、変形治癒や荷重時の疼痛が残る事が多い。当院の従来の後療法であれば、免荷
と運動療法を中心に行っていたが、今回は関節モビリゼーションとＤＹＪＯＣトレーニングを取り入れる事により、変形治癒の予
防や、荷重時の疼痛の改善につながったのではないかと考えられる。今後も今回の経験を活かし、足部の他の外傷に関しても今回
の後療法を積極的に取り入れていきたいと思っている。

千葉学会 参加会員
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機能訓練講習会・介護研修会（公開講座）
　平成23年10月30日(日)、大分県整骨会館にて公益社団法人　日本柔道整復師会　保険部介護対策課　三
谷　誉講師のもと　午前に介護研修会（公開講座）、午後より機能訓練指導員認定柔道整復師フォローアッ
プ講習会が開催された。午前９時30分より午後３時30分までの長丁場であったが本会からもとより他県の
会員の先生も多数参加された。（総勢76名）

開会式 特別表彰

金堂大一 会員 審判  重石一昭 会員3位  高橋祥三 会員

祝! !  団体３位3位  安東鉄男 会員

《厚生労働大臣杯争奪第34回九州ブロック会柔道大会》
　平成23年７月９日（土）、宮崎市の宮崎産業経営大学　柔道場にて、本会より11名の選手、監督、審判
参加のもと上記大会が開催された。特別表彰授与後（安東鉄男会員、江藤正男会員 15回以上出場）(永竿
茂男会員　10回以上出場)（高橋祥三会員　５回以上出場）、試合が行われた。50歳代の部で、安東鉄男会
員が３位、30歳代の部で、高橋祥三会員が３位となり、その結果団体でも３位となった（優勝　福岡県、
準優勝　宮崎県）。

三谷 誉  講師 講習風景

厚労大臣杯争奪第34回日整九州ブロック会柔道大会 3位入賞!
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開会式

V6！ USAs.j.c チーム

進行係

記録係

演武「極めの形」

坂本正光  顧問

第７回大分県整骨旗　 争奪少年柔道大会開催

第20回文部科学大臣杯
争奪日整全国少年柔道大会開催
本県チームベスト８入賞 ! !

　平成23年10月10日（月）体育の日に講道館にて開催さ
れた上記大会において本県チームは昨年と同様ベスト８
に入賞し敢闘賞を受賞致しました。連続受賞で大分県整
骨旗争奪少年柔道大会選抜チームは全国の強豪のひとつ
として評価されています。当初柔道委員の発案で始めた
選抜選手予選会が実を結んで来ているところです。
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　平成23年２月20日(日)、大分県整骨会館にて、春季学術研修会が参加90名のもと開催された。会長挨拶、会務
報告後、島田達生先生（大分大学医学部名誉教授、大分医学技術専門学校副校長）を講師に「心臓のリズムを解明
する」「筋肉の収縮機構と発達・老化」の2つの演題を講演していただいた。次に清田洋一顧問に「認知症サポータ
ー制度について」伝達講習していただき、その後４名の会員学術発表が行われた。

　平成23年６月５日（日）10：30より大分県整骨会館にて夏季学術公開セミナー（下記講演）を本会会員、準会員
並びに一般に対象を広げ開催した。特に赤十字救急法講習は、後日大分合同新聞に記事として掲載された。
● 講演①：「赤十字救急法講習」
● 講演②：「股関節内旋（O脚、Ｘ脚）の実際」
● 講演③：「国際柔道連盟試合審判規定及び安全管理」

春季学術研修会

夏季学術公開セミナー

股関節内旋（O脚、X脚）の実際 国際柔道連盟試合審判規定及び安全管理赤十字救急法講習

平成23年　第2回夏季解剖見学実習
　平成23年８月18日（木）午後１時より、国立大分大学医学部の先生方のご高配をいただき、解剖見学実習が開催
された。今回は昨年に続き第２回目となり平日にもかかわらず会員等34名の参加があった。“人体構造の系統的局
所的観察を行い構造と機能を理解し運動器について学び、また献体の意義を知るともに生命の尊厳について考察す
る”ことを目的とした有意義な研修であった。

講義風景 実習参加者

島田達生 先生 住吉寿人 会員

安部良太郎 会員

清田洋一 顧問 薬師寺政充 会員

園田智恵子 会員 研修会風景
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社団法人 大分県柔道整復師会広報誌 第４号

柔道整復師とは

　「柔道整復師」とは、ほねつぎ・接骨師・整骨師として広く知られ、厚生労働大臣免許の下で打撲、捻挫、
挫傷（筋、腱の損傷）、骨折、脱臼などの施術をする職業の正式名称です。
　柔道整復師は、大学受験の資格がある者が３年以上、国が認定した学校・大学で専門知識を修得し、解
剖学、生理学など11科目の国家試験をパスして取得できる資格です。
　柔道整復師が施術を提供する接骨院や整骨院は公的に認められた機関であり、保険医療機関と同じよう
に保険証でかかることができます。また病医院等での勤務やスポーツトレーナーとして、活躍の場を広げ
ています。介護保険制度の中でも、ケアマネジャーや機能訓練指導員として福祉分野に貢献しています。

WHO（World Helth Organization）  OITA Judo Therapist Association

MAR 2013

「公益社団法人日本柔道整復師会
第41回九州学術大会大分大会開催」

　九州北部豪雨後の７月16日（月、祝）、大分市レンブラントホテル大分において、上記大会が開催された。
幸い大分市内では比較的被害は少なかったが県内日田市、竹田市、中津市、周辺各県で被害が出て、各交
通網が寸断されている悪条件の中、九州８県より、「九州はひとつ」を合言葉に約500名（学生、一般含む）
の参加があった。本県が昭和47年（1972年）の大分県別府市で第１回大会を開催してから、６度目の主
管県となり、今回初めて誕生101年の県都大分市で開催した。また日整が公益社団法人に移行したため、

九ブロ学術部

研究論文発表者一同

大会風景

特別講演 田渕健一先生

ポスター講演会場

大会風景

三谷　誉先生　　　　川口貴弘先生
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　平成24年２月19日（日）、大分県整骨会館にて、春季学術公開セミナーが120余名の参加のもと開催され、
３講演と３会員による学術論文発表が行われた。

講演①	柔道整復業務の再検証…講師		加藤和信会長
講演②			療養費支給申請における留意点…講師		鎌田

実信保険部長
講演③			変形性膝関節症を予防する靴の可能性につ

いて…講師		塚原裕二氏

　平成24年６月10日（日）午前９時より大分県整骨会館にて、大分県柔道整復師会主催のもと上記学術セ
ミナーが78名参加のもと開催された。午前の「赤十字救急法講習」は公開セミナーで、対象を例年通り本
会会員並びに18歳以上の一
般市民とし行われた。午後は、
「最新のデジタル超音波診断
装置の画像と症例について」
SSB本社より富田孝治氏を
講師として迎え講演いただ
き、「保険取り扱い研修」（鎌
田保険部長）・「柔道指導者安
全教育講習会」（安東鉄男理
事　全日本柔道連盟Aライセ
ンス審判員）が行われた。

春季学術公開セミナー

夏季学術公開セミナー柔道指導者安全教育講習会 開催

平成24年　第３回夏季解剖見学実習開催される
　平成24年８月22日（水）午後１時より、国立大分大学医学部の先生方のご高配をいただき、第３回夏季解
剖見学実習が開催された。猛暑のなか遠方より来られたかたもあり平日にも拘らず総勢会員等34名の参加
があった。“人体構造の系統的局所的観察を行い構造と機能を理解し、特に柔道整復業務で最も重要な運
動器について学び、また献体の意義を知るともに生命の尊厳について考察する”ことを目的とした有意義
な研修であった。

講義風景 実習参加者

加藤会長

重石雄大会員

出席会員

鎌田保険部長 住吉寿人会員 セミナー風景

セミナー風景

赤十字救急法講習風景

超音波診断装置講習 鎌田保険部長

柔道指導者安全教育講習会
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走査電子顕微鏡が捉えた膝関節軟骨の加齢的形態変化
� 島田達生、重石雄大、安東鉄男（大分医学技術専門学校）　
key words : 膝関節、関節軟骨、軟骨組織、加齢、電子顕微鏡
【目的】40代以上女性に膝の痛みを訴える人が急増している。大半が「変
形性膝関節症」と診断される。変形性膝関節症とは、加齢によって膝の関
節軟骨が擦り減ることで膝に痛みが発症するという病気です。二足歩行を
行う人間にとって、重力により膝に大きな負担がかかる。その結果、加齢
や過度の運動によって脛骨上部の関節軟骨に損傷をもたらしている。一般
に、関節軟骨は組織学的に硝子軟骨に属し、軟骨細胞とそれが産生した細
胞間質（軟骨基質と線維成分）からなる。軟骨基質は、プロテオグリカン（コンドロイチン硫酸やヒアルロ
ン酸）を大量に含み、線維成分は膠原細線維である。このように、大量のプロテオグリカンの存在によって、
軟骨細胞や膠原細線維（Ⅱ型コラゲン）の微細立体観察は極めて難しい。本研究は、化学的消化法を駆使し、
正常膝関節の関節軟骨の三次元的構築を明らかにする。併せて加齢的形態変化も検索する。
【材料と方法】幼弱、成熟、老齢ニホンザルから膝関節の関節軟骨を採取し、光学顕微鏡と走査電子顕微鏡（SEM）
用の試料に供した。SEM用として、化学固定した試料を２N�NaOH溶液に37度３時間浸漬し、プロテオグ
リカンを消化させた。
【結果】NaOH処理によって、プロテオグリカンのみが消化され、軟骨細胞とそれを包囲する膠原細線維が
SEMで三次元的に観察された。幼弱サルでは、軟骨細胞は卵円形で表面は滑らかであり、膠原細線維が蜜な
網目を呈していた。成熟サルでは、軟骨細胞はやや大きくなっていた。老齢になると、軟骨細胞は著しく萎
縮し、膠原細線維間の隙間もかなり狭くなっていた。
【考察】膝関節の関節軟骨は、間質にきわめて蜜な膠原細線維を有し、これが圧に対し強い抵抗力を持つこと
が暗示された。老齢サルにおける軟骨細胞の著しい萎縮は、圧力による膠原細線維間の隙間の縮小が軟骨細
胞への栄養や酸素不足をもたらしたと推察される。

その肩関節疾患のなかで34.3％が肩甲下筋下包の閉塞があると信原克哉先
生が報告している。当院で肩甲下筋下包の閉塞の疑いがあるものに手技を
施した結果、良い効果が得られたので、その手技を分析検討し報告する。
【方法】信原克哉先生はweitbrecht孔の閉塞していた肩甲下筋下包を開放
させることが出来き、関節内圧を減圧させる手技joint�distensionを紹介
している。私もこの手技を参考に内旋牽引joint�distensionとして工夫した
手技を行っている。まず座位にて術者は患者の患側面に座り患者の胸郭を
広げさせ、肘関節を屈曲・肩関節を外転・軽度内旋・伸展させた状態で、
腋窩から手を入れ上腕部を把握し、他方の手で肩のアライメントを調整し、末梢牽引しながら内旋強制する。
この手技の運動制限を改善する他の要素として、この肢位での矯正手技は、肩関節下部関節包靭帯の拘縮が改
善する効果も含まれているのではないかと考えている。
【結果】肩関節疾患2426人中、ゼロポジションテスト陽性であった1038人の拳上角度の変化を調べた。１回
の手技で全快したものが、203人45度以上が394人、45度から30度が193人、30度から10度が43人、
10度未満が177人、改善が見られなかったものが28人、今回の手技で30度以上の改善がみられたものが77
％だった。以前は３ヶ月以内で治癒するものが62％だったが、手技を取り入れて以降は78％と大幅な改善が
見られ手技の効果が証明された。
【考察】手技の有効性は証明されたが、理論的背景については、推測の範囲である。今後は更に手技の効果を
高めるとともに、改善のメカニズムの医学的根拠についても研究し、解明していくことを課題にしていきたい
と考えている。
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参加会員一同

熱　戦

（写真佐々木昭仁会員）

個人戦代表選手

形競技会　推薦選手

　平成24年７月１日（日）に、別府市総合体育館「べ
っぷアリーナ」にて、第８回大分県整骨旗争奪少年
柔道大会（第21回文部科学大臣杯争奪日整全国少年
柔道大会予選会を兼ねる）が開催された。県下31道
場・クラブより45チーム350名の選手の出場、本会
より全会員が参加し大会運営がなされた。団体では、
自勝舘Aが初優勝、２位は秀鋭館A　３位は錬徳道
場A、臼杵市柔道連盟少年部Aとなった。個人戦では、
4,5,6年生の部より予選された５名の選手が代表とな
り上記全国大会に出場した。また同時に開催される
第２回日整全国少年柔道形競技会に本会より推薦さ
れた２名が九州ブロック会代表として参加した。

第８回大分県整骨旗　 争奪少年柔道大会開催
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第21回日本柔道整復接骨医学会学術大会
　平成24年11月24日25日（土、日）福岡県福岡国際会議場において「国民健康の維持・増進を担
う柔道整復」というテーマのもと上記学会が開催された。本会より重石雄大会員による「内反肘を伴
うPLRIに類似した動揺性疾患の１症例」尾林大生会員による「運動制限を伴う肩関節疾患の手技療
法の有効性」、また島田達生先生による「走査電子顕微鏡が捉えた膝関節軟骨の加齢的形態変化」３
篇が発表された。

内反肘を伴うPLRIに類似した動揺性疾患の１症例
� 重石雄大 会員　
key words : 内反肘、PLRI、後外側回旋不安定症、動揺性疾患
【目的】近年、肘関節の疾患における後外側回旋不安定症（PLRI）の発症
機序やその治療法が注目されている。本症は、1991年にＯ＆＃39；
Driscollらによって提唱された外傷後に生じる肘関節の動揺性病態を意味
する。外側側副靱帯複合体（LCLC）という複合靱帯系の構造の一部（と
くに外側尺側側副靱帯：LUCL）が破綻することによって、橈骨頭の回旋
不安定性が発生すると考えられている。また、2001年にO'Driscollらに
よって内反肘に合併した24例のPLRIが報告されたことで、PLRIの発生
機序に内反肘が深く関係することが示唆されている。今回、当院に来院された内反肘を伴うPLRIに類似した
稀な動揺性疾患の１症例について考察を加え報告する。
【対象】62歳男性。ジムでのウエイトトレーニング中に負傷。左肘関節回旋時痛、とくにpush�up時のよう
に回外届曲位にて軸圧や荷重を加える際、肘関節外側部に疼痛と不安定感を訴えた。既住歴として幼少期に
肘関節部の外傷があり、運搬角が約０°の内反肘を呈している。患肢に独自のPLRIテストを実施した。
【結果】内反力を加えた際に橈骨頭の外側偏位に伴うdimpleとapprehension�signが認められた。しかし、
PLRIのような後方への不安定感は存在しなかった。施術開始２週目より徐々に回旋時痛が軽減し、３週目よ
りpush�up動作時の運動痛も消失、約４週間の施療にて疼痛消失にともない治癒に至った。
【考察】今回の症例は内反肘に伴うPLRIに類似した橈骨頭単独外側亜脱臼ともいえる病態である。内反肘変
形が存在する条件下では、関節軸の変化により外側の支持機構に伸展がみられ、機能弱化が存在すると考え
られる。それらを背景に前腕回外位で軸圧が加わることで肘への内反力が作用し、橈骨頭の外側偏位が誘発
されPLRI類似の症状が出現したと考えられる。

運動制限を伴う肩関節疾患の手技療法の有効性
� 尾林大生 会員　
key words : 肩関節、joint distension、運動制限、手技療法、肩甲下筋下包
【目的】肩関節の痛みを訴えて来院する患者は多い。そして肩関節疾患は様々な症状を含んだ症候群である。
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大会風景河野靖久副会長・古長三恵一会員 参加会員

平成24年度通常総会開催される

平成24年度臨時総会開催される

　平成24年4月22日（日）11：00より、大分市レンブラントホテル大分にて、政治講演会後、平成24年度連盟総会、
通常総会が開催された。会員139名（委任39名）出席のもと全13議案を慎重審議し、今年度は役員改選があったが各
役員留任となり、無事終了した。その後、同ホテルで懇親会が行われ親睦が図られた。

　平成24年12月2日（日）13：00より、大分市トキハ会館にて、平成24年度臨時総会が開催された。政治連盟講演会、
会務報告、新入会員紹介後、臨時総会が、出席144名（委任46名）のもと開催された。第１号から第４号議案につい
て慎重審議され無事終了した。その後懇親会が来賓参加のもと盛大に催された。

＊ 被表彰会員
　①「べっぷ鶴見岳一気登山大会実行委員会」感謝状　山内　一	会員
　②「30年永年表彰」津崎周次、渡辺了祐、狭間智一、杉田　寿、池田茂男
　③「学術表彰」重石雄大、住吉寿人、尾林大生

山内　一会員

学術部 IT委員会 柔道大会出場選手

出席会員議事録署名人永岡公司前川羊介会員 住吉寿人会員西邑伊三郎相談役　清田洋一顧問

大分県柔道整復師協同組合設立
　平成23年度臨時総会で大分県柔道整復師協同組合設立の承認を頂いて以来、設立同意者12名（設立発起
人４名を含む）で協同組合設立の為の作業を行って参りました。
平成24年６月５日に創立総会を開催し、８月10日に大分県より
設立認可され、９月25日に大分地方法務局に登記完了し、大分県
柔道整復師協同組合設立の運びとなりました。
　今後は会員の福祉増進、並びに相互扶助に関する部門（共益事
業）に力を尽くして参ります。初代の役員は下記の通りに決定し
ております。	 （理事　首藤彰典）

学術表彰30年永年表彰

創立総会

（理 事 長）　河野　靖久　　（副理事長）　江﨑　博明
（理　　事）　首藤　彰典　　（監　　事）　清田　洋一
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九州北部豪雨災害ボランティア報告
　平成24年７月11日から14日にかけての被
害を受けて大分県災害ボランティア・ネット
ワーク事務局より医療、福祉のメンバーと
して出動依頼あり、中津市下郷地区公民館
に出動しました。延べ５日間の出動に会員・
準会員・勤務柔道整復師31名、利用された
災害被害者は38名でした。１週間あとの災
害現場は生々しく被害者の方たちの表情も暗く災害の深刻さを痛感しました。出動最終日には災害被害者
の方より感謝の言葉があり少し安心しました。今回の貴重な経験により大分県柔道整復師会はボランティ
アの意義と意味の深さを理解し依頼のニーズに適応した出動ができるものと思われます。	（理事	江㟢博明）

審判　重石一昭会員 開会式

酒井裕治会員 安東鉄男会員迫野哲也会員

祝!!団体２位試合が終わって

　平成24年７月15日（日）大分県立総合体育館柔道場にて、本会より11名の選手、監督、審判参加のもと
上記大会が開催された。特別表彰授与後、試合が行われた。

「第35回日整九州ブロック会柔道大会開催　大分県団体準優勝」

団体戦　優　勝　福岡県
　　　　準優勝　大分県
　　　　三　位　宮崎県

個人戦　20代　3位　梅﨑孝次	会員
　　　　30代　3位　迫野哲也	会員
　　　　40代　2位　酒井裕治	会員
　　　　50代　3位　安東鉄男	会員

梅﨑孝次会員

上記大会が開催された。特別表彰授与後、試合が行われた。

（写真佐々木昭仁会員）
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受付風景

萩原　正日整会長

ご来賓 前夜祭風景

閉宴　万歳三唱アトラクション風景

会員受付

広瀬　勝貞大分県知事

学術大会は日整主催に、総会、柔道大会はブロック会主催と分けた初めての大会となった。
　特別講演として、田渕健一先生（田渕整形外科クリニック院長）による『足関節捻挫：足関節ねんざの
新しい考え方』、ランチョンセミナーとして、三谷　誉　川口貴弘先生（日整保険部介護対策課）による「柔
道整復師と介護保険」と九州ブロック会８会員による研究論文発表が行われた。
　また前日（15日）のポスター展示では、島田達生先生（大分大学医学部名誉教授）による『大分が生
んだ三人の偉大な医学者』を講演していただいた。
　本大会は、講演、発表等の関係上例年より閉会時間が遅くなり、遠方より来られた会員には御迷惑をお
かけしたが、充実した学術大会になった。	 （写真　佐々木昭仁会員）
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公益社団法人 大分県柔道整復師会広報誌 第５号

柔道整復師とは

　「柔道整復師」とは、ほねつぎ・接骨師・整骨師として広く知られ、厚生労働大臣免許の下で打撲、捻挫、
挫傷（筋、腱の損傷）、骨折、脱臼などの施術をする職業の正式名称です。
　柔道整復師は、大学受験の資格がある者が３年以上、国が認定した学校・大学で専門知識を修得し、解
剖学、生理学など11科目の国家試験をパスして取得できる資格です。
　柔道整復師が施術を提供する接骨院や整骨院は公的に認められた機関であり、保険医療機関と同じよう
に保険証でかかることができます。また病医院等での勤務やスポーツトレーナーとして、活躍の場を広げ
ています。介護保険制度の中でも、ケアマネジャーや機能訓練指導員として福祉分野に貢献しています。

WHO（World Helth Organization）  OITA Judo Therapist Association

APR 2014

「公益社団法人日本柔道整復師会
第42回九州学術大会福岡大会開催」

　７月28日（日）、連日の猛暑の中、福岡市 ホテルニューオオタニ博多に於いて、上記大会が開催された。
九州ブロック８県はもとより全国各地より、「九州はひとつ」を合言葉に約750名の参加があった。
　特別講演として、永廣信治先生（徳島大学医学部脳神経外科教授）による『柔道で脳を守る』・三谷　誉　
川口貴弘先生（日整保険部介護対策課）による「柔道整復師と介護保険について―機能訓練指導員として
現場で直ぐに実践できる運動実技を含めた必要なskill―」があった。また特別発表として今道昭哉先生（九
州ブロック会学術部長）よる「シニア世代のスポーツ科学」と、九州ブロック会８会員による研究論文発
表（本会からは、江﨑博明会員（総務部長）による「有痛性分裂膝蓋骨の治験例」）が行われた。

永廣信治先生

研究論文発表者一同江㟢博明会員

工藤鉄男日整会長

発表風景

大会風景 懇親会松岡 保九ブロ会長

特別講演
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平成25年度  県災害ボランティア体験型研修会参加
　平成26年１月26日（日）に、県総合社会
福祉会館で上記研修会が開催され、本会よ
り会員５名が参加した。今回は「災害時に
必要なボランティア活動等の知識を体験的
に習得するとともに、市町村災害ボランテ
ィアネットワーク会議参加者や登録団体間
等の連携を図ること」を目的とした体験型
研修会が行われた。―大地震が起きライフ
ラインが壊滅し、津波が来るか来ないかわからない状態での約100名が避難所に詰め掛けるという設定を
し、参加者が配役を決められ擬似体験訓練を行い、各担当より問題点があげられた。その他登録団体より
活動報告があった。災害直後はすべてに混乱し、すべては行政では対応できず、まず命と暮らしを守るた
めには個人で考え自主的に行動し、地域単位で協力し合うことが大事であり、また平常時の備えが大切で
ある。 　（参加会員　清田洋一　福田祐司　中村清造　首藤彰典　野田光広）

安東鉄男会員 近藤史章会員

国広幸治会員 出場選手及び参加会員

迫野哲也会員

　平成25年７月27日（土）福岡武道館にて、本会より15名の会員参加のもと上記大会が開催された｡

参加会員 講演風景

第36回日整九州ブロック会柔道大会開催
安東会員個人２位　団体3位

団体戦　優　勝　福岡県
　　　　準優勝　宮崎県
　　　　三　位　大分県

個人戦　（本県会員分）
　　　　50代　2位　安東鉄男 会員
　　　　　　　 3位　国広幸治 会員
　　　　30代　3位　迫野哲也 会員

　平成25年７月27日（土）福岡武道館にて、本会より15名の会員参加のもと上記大会が開催された｡

（今回25回以上出場された国広幸治会員が特別表彰された。）
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膝関節十字靱帯の微細構造とコラゲンの三次元構築
 島田達生、安東鉄男、重石雄大（大分医学技術専門学校）　
key words : 膝関節、十字靱帯、形態、透過電子顕微鏡、走査電子顕微鏡
【背景】膝関節十字靱帯は、大腿骨頭靱帯とともに代表的な関節内靱帯であ
る。この靱帯は、動きの激しい部位にあって、左右の側副靱帯とともに膝
関節を補強している。しかしながら、柔道の練習や試合時に、膝関節の十
字靱帯が損傷したり、断裂したりすることがしばしばある。しかも、関節
内靱帯は、通常の靱帯よりも修復が難であるとも言われている。その原因
は不明である。本研究は、十字靱帯の関節補強作用を理解するために、また、
修復が難である理由を知るために、光学顕微鏡に加えて、透過と走査電子
顕微鏡で十字靱帯の構造を明らかにする。

【材料と方法】成熟ニホンザルの膝関節を剖出し、前後の十字靱帯を切り出し、固定液（ホルマリンとグルタ
ールアルデヒドとの混合液）に浸積した。試料をカミソリで細切りし、光学顕微鏡用と透過電子顕微鏡用に分
けて試料作製した。切片を光学顕微鏡で観察した後に、脱パラフィンした試料を2NNaOH処理し、走査電子
顕微鏡用試料とした。

【結果】十字靱帯は、膠原線維を主体とする結合組織性の靱帯膜によって包まれていた。靱帯は、基本的に密
な膠原線維と靱帯細胞から構成されていた。靱帯細胞の微細構造は、線維芽細胞のそれと類似し、細胞質に層
板状の粗面小胞体をもち、膠原線維を生産していた。靱膠原線維は、120～140nmの細線維が束を形成して
いた。靱帯膜内の血管は、必ずしも豊富ではなかった。

【考察】十字靱帯は、膠原線維が密に存在する強靱結合組織であり、関節の動きに対して重要な役割をはたし
ていることが伺える。靱帯の修復に靱帯細胞（線維芽細胞）が関与していることが暗示されるが、血管が乏し
いことが修復に時間がかかるのであろう。

分整コラム

理事　首藤　彰典

　平成25年８月４日に東京の花田学園　東京有明医療大学で開催された「第５回健康柔
やわら

体操指導者養成講習
会」に参加しました。
　健康柔

やわら

体操は嘉納治五郎先生が考案された「精力善用国民体育や柔の形・投げの形」を中心に音楽をつけて、
老若男女だれでも無理なくできるようにアレンジして、平成３年度に誕生した「シルバー柔道体操」から始
まり、国民の健康づくりのための身体活動・運動分野における取り組みとしてバージョンアップし、平成10
年度に「健康柔

やわら

体操」と名称を変え誕生しました。
　今回、講習会に参加した「健康柔

やわら

体操2013」はロコモーションシンドロームに対応した形や、心と体を
呼吸で結びつける形を取り入れて更にバージョンアップした体操です。
　平成25年12月１日に本会、平成25年度
臨時総会後に出席した会員を対象に伝達講
習会を行いました。
　県民の健康増進のため普及推進に努めて
まいりますのでご質問ご要望等ございまし
たら、本会事務局までご連絡下さい！！

「健康柔
やわら

体操2013」

塩井会員による地域で健康づくり
研修会in東稙田・田尻

伝達講習会
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整骨旗

参加会員一同

熱戦風景

（写真  佐々木昭仁 会員）

代表選手

　平成25年７月21日（日）に、別府市総合体育館「べ
っぷアリーナ」にて、第９回大分県整骨旗争奪少
年柔道大会（第22回文部科学大臣杯争奪日整全国少
年柔道大会予選会を兼ねる）が開催された。県下31
道場・クラブより41チーム350余名の選手の出場、
本会より全会員が参加し大会運営がなされた。
　団体では、安心院柔道クラブAが初優勝、２位は
USAs･j･cA　３位は自勝館、秀鋭館道場Aとなっ
た。(敢闘賞：安岐少年 少女柔道クラブ､臼杵柔道
連盟少年部A､国東少年柔道クラブ､雄心館道場A)
　個人戦では、4,5,6年生の部より予選された５名
の選手が代表となり10月14日講道館で開催された
上記全国大会に出場した。

第９回大分県整骨旗　 争奪少年柔道大会開催
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第22回日本柔道整復接骨医学会学術大会開催
　平成25年11月23､24日（土､日）東京有明医療大学に於いて、｢教養｣･｢研究｣･｢臨床｣―深化と
調和―を大会テーマとし、上記大会が開催された。
　大会会長講演として、佐藤達生先生（東京有明医療大学）による『足とアシクビの解剖序説』、特
別講演として田渕健一先生（田渕整形外科クリニック）による『足関節内反損傷』・根本恒夫先生（日
本柔道整復専門学校）による『果部骨折と距骨の亜脱臼における整復および固定法』が行われた。本
会からは、一般発表として河合竜之介先生による「有痛性分裂膝蓋骨の治験例」、島田達生先生（大
分医学技術専門学校）による『膝関節十字靱帯の微細構造とコラゲンの三次元構築」が発表された。

有痛性分裂膝蓋骨の治験例
 河合竜之介、江﨑博明（江﨑整骨院）　
key words : 有痛性分裂膝蓋骨Ⅲ型、独自の固定法、保存的療法、早期治癒
【目的】分裂膝蓋骨は発育期における代表的な骨軟骨障害の一つで、スポーツ選手に多く発生する。今回、当
院に来院した有痛性分裂膝蓋骨Ⅲ型の保存的療法について報告する。

【症例】13歳男性。部活でのサッカー練習中に左膝に疼痛を訴え来院。打腱器での検査により左膝蓋骨外上
方に叩打痛が認められた為、超音波検査を実施。左膝蓋骨外上方に分裂骨片を認めた。協力医でのX線像に
より分裂膝蓋骨Ⅲ型と診断され、当院にて後療法を行った。

【経過】固定材料として４裂包帯・ホワイトテープ・厚紙副子・枕子
・冷湿布２枚を使用。固定法は左膝を軽度屈曲位とし、膝関節外上方
から大腿部にかけて冷湿布を貼付。その上に外側広筋下部のサイズに
合わせてカットした厚紙副子をあて綿包帯で下巻きをする。下巻きを
した厚紙副子の上に枕子をあて、再びその上から綿包帯を巻き圧迫固
定を施した。圧迫固定したことにより左膝の屈曲痛と不安定感が軽減
した。翌日より部活動の中止と部活動以外での日常生活における運動
制限、大腿四頭筋のストレッチを指導。２週目より徐々に疼痛が軽減、
３週目には屈曲痛と不安定感が消失。ランニングなどの軽いメニュー
を開始し４週目には綿包帯を除去。５週目には通常の部活動を開始。運動時の疼痛、不安定感が消失したの
を確認し治癒に至った。

【考察】過去の保存的療法の文献において分裂部の程度にもよるが、通常約２～４ヶ月を要する。それに比べ
今回の症例は１例のみで早期かは断定できないが治癒までに５週間と早く、独自の固定法を試みたことによ
り早期治癒に繋がったと考える。今後もさらに従来の治療法に加え、独自のアライメントを考慮した治療法
についても研究していきたいと考えている。
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大会風景参加会員 本会役員

　平成25年２月17日（日）９時30分より大分県整骨会館にて、上記公開セミナーが、150名会員等の参加の
もと開催された。会長挨拶、会務報告後、酒井重数先生（医学博士　富山大学大学院柔道整復学講座主任研
究員　富山県柔道整復師会理事）を講師に「柔道整復師が対象とする柔整捻挫、
軟部組織損傷の捉え方―軟部組織損傷のメカニズムと柔整対象疾患としての整
合性について―」について講演していただいた。午後より３名による会員学術
論文発表後、鎌田保険部長による「保険部最新情報」と㈱LEAF甲斐氏による「HP
作成について」及びその本会作成ガイドラインの説明があった。

　平成25年６月９日（日）午前９時より大分県整骨会館にて、公益社団法人として本会主催のもと上記学術セミ
ナーが会員等56名参加のもと開催された。午前の部は会務報告後、「レイジンINT㈱」による食べる青汁「fretub」
の紹介があった。次に「赤十字救急法講習」が公開セミナーとして、日本赤十字救急法指導員の先生による
最新の講義、実技が行われ、本会会員はもちろん一般のかたの参加もあった。
　午後の部は、「国際柔道連盟試合審判規定及び安全管理」「青少年柔道育成指導
者講習会」（安東鉄男７段　全日本柔道連盟Aライセンス審判員）が行われた。また
そのほかに「本会IT委員会」「第９回大分県整骨旗争奪少年柔道大会実行委員会」
が開催された。

平成24年度  春季学術公開セミナー開催

平成25年度 夏季学術公開セミナー青少年柔道育成指導者講習会 開催

平成25年度  第４回夏季解剖見学実習開催
　平成25年８月27日（火）午後１時より、国立大分大学医学部の先生方のご高配をいただき、第４回夏季解
剖見学実習が開催された。猛暑のなか遠方より来られたかたもあり平日にもかかわらず総勢会員等30余名
の参加があった。“人体構造の系統的局所的観察を行い構造と機能を理解し、特に柔道整復業務で最も重
要な運動器について学び、また献体の意義を知るとともに生命の尊厳について考察する”ことを目的とし
た有意義な研修であった。

講義風景 参加会員

講演風景 河合竜之介会員住吉壽人会員講演風景

酒井重数先生
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開会式

団体初優勝！安心院Aチーム

受付風景

団体戦

準備風景２

柔道委員

準備風景

救護係

案内係

第９回大分県整骨旗　 争奪少年柔道大会開催
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平成25年度通常総会開催される

平成25年度臨時総会開催

　平成25年４月21日（日）11：00より、大分県整骨会館にて、本会が社団法人より公益社団法人に移行後、初
めての通常総会が開催された。政治講演会、各部報告、表彰者の発表後､平成25年連盟総会、平成25年度通常
総会を行った。会員143名（委任43名）出席（欠席９名）のもと全12議案を慎重審議し、今年度は役員改選があっ
たが全役員留任となり、滞りなく終了した。その後、場所を移動しトキハ会館で懇親会が行われ親睦が図られた。

　平成25年12月１日（日）９：30より、大分県整骨会館にて、各部報告､連盟総会後､平成25年度臨時総会が開
催された｡議決会員数156名に対し､会員147名（委任48名）出席のもと全４議案を慎重審議し滞りなく終了した｡

＊ 表彰者
　①「厚生労働大臣表彰」　  河野靖久（柔道整復業務功労者）
　　　　　　　　　　　　　加藤和信（柔道整復師に係る労災補償行政関係功労者）
　②「日整役員表彰」　　　  加藤和信（会長表彰）
　　　　　　　　　　　　　福田祐司・江﨑博明（会長感謝状）
　　　　　　　　　　　　　野上小達（永年会員表彰）
　③「日整ボランティア５年連続高単位表彰」
　　　　　　　　　　　　　安東鉄男・南　徳泰・尾林大生
　④「日整生涯学習５年連続高単位表彰」
　　　　　　　　　　　　　清田洋一・安東鉄男
　⑤「本会表彰30年永年表彰」
　　　　　　　　　　　　　塩井卓広・藤川敏行・清水　薫
　⑥「本会学術表彰」　　　  住吉寿人、河合竜之介

④ ⑤ ⑥

議事録署名人阿部幸広・末広佳代会員 臨時総会役員席

① ③②

トキハ会館にて

臨時総会風景

武原誠会員総会風景 議事録署名人重石雄大・前川羊介会員
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金 枝 徳 広
（中津）

西　邑　伊三郎
（日田）

住 吉 壽 人
（杵築）

野 上 小 達
（大分）

住 吉 幸 助
（大分）

清 田 洋 一
（別府）

今 村 昭 紀
（臼杵）

杉 田 洋 一
（由布）

手 嶌 重 徳
（日田）

末 廣 修 司
（別府）

佐　藤　えいき
（大分）

重 石 一 昭
（大分）

宇都宮　育　郎
（竹田）

田 邉　　 順
（杵築）

土 谷 惠 一
（別府）

福 田 祐 司
（別府）

河 野 靖 久
（玖珠）

鎌 田 実 信
（佐伯）

武 原　　 誠
（別府）

渡 辺 了 祐
（別府）

小 林 三 二
（大分）

藤 川 勝 雄
（別府）

吉 成　　 章
（宇佐）

加 藤 和 信
（国東）

奥 田 輝 重
（中津）

（入会順・（　）内は市町村名）

会 員 紹 介
（平成26年３月 31日現在）
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狹 間 智 一
（大分）

杉 田　　 壽
（別府）

津 崎 周 司
（大分）

池 田 茂 男
（佐伯）

塩 井 卓 広
（大分）

藤 川 敏 行
（日出）

清 水　　 薫
（別府）

後 藤　　 進
（別府）

安 部 俊 男
（大分）

奥 田 哲 也
（津久見）

山 内　　 一
（別府）

堅 田 兼 實
（津久見）

飯 田　　 尊
（大分）

萱 嶋　　 哲
（大分）

安 東 鉄 男
（臼杵）

河 野　　 実
（日出）

園　田　智恵子
（別府）

帯 刀 啓 貴
（別府）

首 藤 文 教
（大分）

野 田 光 広
（由布）

菅　　　治三男
（佐伯）

藤 田 孝 次
（中津）

江 藤 正 男
（杵築）

安 東 常 富
（豊後高田）

千 房 克 彦
（竹田）
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渡 辺 一 夫
（別府）

安　部　幸一路
（大分）

国 広 幸 治
（大分）

友 松 義 治
（中津）

森 山 文 洋
（日田）

江 﨑 博 明
（中津）

安 東 茂 富
（宇佐）

首 藤 彰 典
（大分）

中 村 廣 行
（大分）

西 原　　 清
（宇佐）

林　　　宗一郎
（別府）

南　　 徳 泰
（宇佐）

安 松 宏 幸
（国東）

武 原 修 造
（別府）

中 村 清 造
（大分）

興 田 尚 玄
（由布）

野 田 克 之
（大分）

永 岡 昭 善
（宇佐）

坂 本 光 治
（中津）

森　　 政 彦
（杵築）

長 野 哲 也
（大分）

古　長　三恵一
（大分）

中 村 達 也
（日田）

佐々木　昭　仁
（大分）

前 川 羊 介
（別府）
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藤 本 正 高
（佐伯）

川 野 貴 義
（別府）

阿 部 幸 広
（由布）

恒 松　　 史
（別府）

酒 井 裕 治
（豊後高田）

入 江 政 樹
（竹田）

竹 野 智 晴
（別府）

長 岡 直 希
（宇佐）

永 竿 茂 男
（宇佐）

江 藤 公 博
（日出）

重 石 雄 大
（大分）

大 谷 直 人
（日田）

末 広 佳 代
（別府）

木 谷 充 良
（大分）

西　邑　幸一郎
（日田）

尾 林 大 生
（別府）

古 田 慶 子
（大分）

工 藤 誉 司
（別府）

髙 倉 正 作
（大分）

髙 橋 祥 三
（日田）

川 端 高 智
（大分）

西 邑 慎 司
（日田）

田 崎 尚 武
（大分）

嶋 澤　　 康
（中津）

永 岡 公 司
（大分）
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阿 部 淑 子
（大分）

金 堂 大 一
（別府）

玉 木 良 一
（中津）

矢 野 祐 司
（大分）

迫 野 哲 也
（国東）

佐 藤 隆 一
（宇佐）

法華津　泰　之
（大分）

清 田　　 浩
（日田）

安　部　良太郎
（大分）

野 田 拓 也
（由布）

衛 藤 真 木
（由布）

堀　　 太 輔
（大分）

長 田 和 博
（大分）

川 野 欣 也
（別府）

薬師寺　政　充
（中津）

杉 田 一 紀
（由布）

山 本 倫 之
（別府）

加 藤　　 豪
（別府）

仲　　 泰 三
（別府）

壹 岐 健 弘
（中津）

鎌　田　信之介
（津久見）

衛 藤 淳 基
（大分）

甲 斐 陽 一
（大分）

三 浦 真 也
（佐伯）

安 東 拓 哉
（別府）
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安 東　　 亮
（大分）

合 澤　　 哲
（豊後大野）

佐 藤 太 一
（別府）

近 藤 史 章
（佐伯）

梅 﨑 孝 次
（大分）

妹 尾 尚 子
（佐伯）

新 山 善 信
（大分）

山 下 活 秀
（臼杵）

亀 井 隆 志
（中津）

雨 川 直 樹
（大分）

岡 﨑 美 敏
（国東）

針 宮 克 顕
（大分）

糸 長 佑 哉
（別府）

森 澤 賢 仁
（大分）

平 田 康 博
（大分）

溝　部　晋太郎
（日出）

楢 原　　 友
（大分）

中 垣 守 弘
（日田）

水 沼 倫 弘
（佐伯）

浦 邊 剛 史
（臼杵）

岩 木 淳 二
（日田）

井 本 佳 太
（宇佐）

笠 木 和 久
（佐伯）

福 田 康 道
（大分）

伊 田 達 彦
（大分）
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清 水 尋 之
（大分）

池 永 武 広
（日田）

杉 田 一 壽
（大分）

江 崎　　 悟
（中津）

坂 口 友 哉
（大分）

五十川　繁　隆
（佐伯）

前列左より
ご来賓：栗秋　良子様
事務員：石井　恵子　　司　会：笠木美代子　　顧問税理士：森迫　考一

後列左より
パート：井　　知子　村上　由美　　日整会長：工藤　鉄男様
事務員：稲葉富士子　　ケアマネ：田中　裕子　　パート：広瀬　敏子

本 会 事 務 局（記念祝賀会会場にて）
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第１章　総　則
（名　称）
　第１条　　この法人は、公益社団法人大分県柔道整復師会（以下 ｢本会｣ という）と称する。
（事務所）
　第２条　　本会は、主たる事務所を大分県大分市に置く。

公益社団法人　大分県柔道整復師会　定款

第３章　会　員
（会員「法人の構成員」）
　第５条　　本会に次の会員を置く。
　　　　　　　（１）正 会 員　  大分県内において住所地又は勤務地を有し柔道整復師の資格を有するものであっ

て、本会の目的に賛同して入会した者
　　　　　　　（２）準 会 員　  柔道整復師の免許を有し本会の趣旨に賛同し入会した者
　　　　　　　（３）名誉会員　  本会に対して功績があった者で、理事会の承認を受けた者
　　　　　　２．  前項の会員のうち、正会員をもつて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法

律第 48 号以下「法人法」という）上の社員とする。
（入　会）
　第６条　　  本会に正会員又は準会員として入会しようとする者（以下「入会申込者」という）は、理事会が別

に定める入会申込書に必要書類を添えて本会に提出するものとする。
　　　　　　２．  入会は、総会において定める入会及び退会規定に定める基準により、理事会においてその可否

を決定し、これを入会申込者に通知するものとする。
（経費の負担）
　第７条　　  正会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、総会において定める会費規定に基づき入会金及

第２章　目的及び事業
（目　的）
　第３条　　  本会は、日本の伝統医療である柔道整復学及び柔道整復術の進歩　発達と柔道整復師の資質の向上

を図るとともに、保健・医療・介護に関する諸制度の円滑な運営と健全な発展に寄与することにより、
県民福祉の増進に貢献することを目的とする。

（事　業）
　第４条　　本会は、前条の目的を達成するために、次の公益目的事業を行う。
　　　　　　　（１）柔道整復師の医療保険受領委任制度の推進に関する事業
　　　　　　　（２）柔道整復師の資質の向上並びに柔道整復学及び柔道整復術の向上
　　　　　　　　　  発展人材育成に関する事業
　　　　　　　（３）柔道整復術の医学的研究に関する事業
　　　　　　　（４）県民の心身の健全な発展に関する事業
　　　　　　　（５）高齢者の福祉サービスの充実に関する事業
　　　　　　　（６）介護保険法に基づく、居宅介護支援事業及び地域支援事業に関する事業
　　　　　　　（７）柔道整復術を活かした災害時等における救護活動に関する事業
　　　　　　　（８）柔道整復師並びに柔道整復学及び柔道整復術の普及啓発に関する事業
　　　　　　　（９）前各号の事業に附帯する事業
　　　　　　２．本会は、前項の事業の公益目的事業の推進に資するため、次の収益事業等を行う。
　　　　　　　（１）本会の所有する会館の運営に関する事業
　　　　　　　（２）居宅介護支援事業及び介護予防事業
　　　　　　　（３）会員の福祉増進並びに相互扶助に関する事業
　　　　　　　（４）前各号の事業に附帯する事業
　　　　　　３．  その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
　　　　　　４．  前 3 項の事業については、大分県において行うものとする。
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び会費を支払わなければならない。
　　　　　　２．  準会員及び名誉会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、総会において定める会費規定

に基づき会費を納入しなければならない。
（任意退会）
　第８条　　  会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
（懲　戒）
　第９条　　  会員が次の各号の一に該当したときは、第 4 項に定める理事会又は理事会及び総会の決議を経て、

その会員を懲戒することができる。
　　　　　　　（１）本会の定款又は規則その他の規定に違反したとき
　　　　　　　（２）法令に違反して、刑罰に処せられ、又は行政処分を受けたとき
　　　　　　　（３）本会の入会金及び会費を滞納し、かつ、催告を受けてなお納付しないとき
　　　　　　　（４）本会又は本会の会員としての信用と名誉を傷つける行為をしたとき
　　　　　　　（５）その他の正当な事由があるとき
　　　　　　２．  懲戒は、次の各号に定める方法のうち、何れかの方法により行う。
　　　　　　　（１）戒告
　　　　　　　（２）各種医療保険の取扱いに関する権利の停止
　　　　　　　（３）除名（前項第 3 号に該当する場合を除く）
　　　　　　３．  懲戒は、その事由に該当すると認められた会員に対し、決議の前に、理事会において、十分な

弁明の機会を与えなれればならない。また、前項第 3 号に定める方法（除名）による場合は、
当該会員に対し、総会の 1 週間前までに、当該総会において除名を審議すること、かつ、その
決議の前に弁明する機会を与えることを通知しなければならない。

　　　　　　４．  懲戒は、第 2 項第 1 号又は第 2 号に定める方法（戒告又は会員に与えられた権利の停止）によ
る場合は理事会の決議により、また、第 3 号に定める方法（除名）による場合は、理事会の決
議を経たうえ、総会において総正会員の半数以上であって、かつ総正会員の議決権の 3 分の 2
以上の多数決により、これを決する。

　　　　　　５．  入会金及び会費の滞納者に対しては、催告を行い、催告後１か月を過ぎても納入がないときは、
第 2 項第２号に定める方法（各種医療保険の取扱いに関する権利の停止）による懲戒を行う。
また次項に定める当該懲戒の通知後、１か月を過ぎてもなお未納の場合は、会員資格を喪失す
るものとする。

　　　　　　６．  第４項により懲戒が決議されたとき、又は前項により会員資格を喪失したときは、会長は、当
該会員に対し書面によりその内容及び理由を通知する。

　　　　　　７．  本条に定めるもののほか、懲戒に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、規則をもってこれ
を定めることができる。

（会員資格の喪失）
　第１０条　前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
　　　　　　　（１）当該会員が死亡したとき
　　　　　　　（２）柔道整復師の免許を失ったとき
　　　　　　　（３）すべての正会員が同意したとき
（既納の会費等の不返還）
　第１１条　既に納入した入会金、会費等は返還しない。

第４章　総　会
（構　成）
　第１２条　総会は、すべての正会員をもって構成する。
　　　　　　２．  前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
（権　限）
　第１３条　総会は次の事項について決議する。
　　　　　　　（１）会員の除名
　　　　　　　（２）理事及び監事の選任又は解任
　　　　　　　（３）理事及び監事の報酬等の額
　　　　　　　（４）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認
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第５章　役　員
（役員の設置）
　第２２条　本会には次の役員を置く
　　　　　　　（１）理事　７名以上 11 名以内　　　　　　　（２）監事　２名以内
　　　　　　２．理事のうち、１名を会長、１名を副会長とする。
　　　　　　３．  前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、理事をもって法人法第 91 条に定める業

務執行理事とする。

　　　　　　　（５）定款の変更
　　　　　　　（６）解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
　　　　　　　（７）前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
（種類及び開催）
　第１４条　総会は、定時総会及び臨時総会とする。
　　　　　　２．定時総会は、毎年度１回、事業年度終了後 3 か月以内に開催する。
　　　　　　３．臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
　　　　　　　（１）理事会において開催の決議がなされたとき
　　　　　　　（２）  議決権の５分の 1 以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載し

た書面により、招集の請求が理事にあったとき
（招　集）
　第１５条　  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、会

長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた理事が招集する。
　　　　　　２．  総会を招集するには、正会員に対し、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもっ

て、開催日の 1 週間前までに通知を発しなければならない。
（議長及び副議長）
　第１６条　総会の議長及び副議長は、当該総会において会長が指名する。
　　　　　　２．  議長は、当該総会の公正かつ円滑な運営を確保するため、秩序維持及び議事整理を行い、副議

長はこれを補佐する。
　　　　　　３．  議長は、その命令に従わない者その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
（議決権）
　第１７条　総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。
（代理人による議決権の行使）
　第１８条　  総会に出席することができない正会員は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。

この場合において、次条の規定の適用については、出席とみなす。
（決　議）
　第１９条　  総会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有

する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
　　　　　　２．  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の３

分の２以上に当たる多数をもって行う。
　　　　　　　（１）会員の除名　　　　　　　（２）監事の解任
　　　　　　　（３）定款の変更　　　　　　　（４）解散　　　　　　　（５）その他法令で定められた事項
　　　　　　３．  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければ

ならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 22 条に定める定数を上回る場合には、過半数の
賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

　　　　　　　（２）  理事会は選任規則に基づき事前に総会又は臨時総会において候補者選考方法を提案すること
ができる

（議事録）
　第２０条　  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
　　　　　　２．議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
（総会運営規則）
　第２１条　  総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会

運営規則による。
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（役員の選任）
　第２３条　理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
　　　　　　２．  会長は、理事会において選定する。この場合において、理事会は総会の決議により会長候補者

を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
　　　　　　３．  理事会は、その決議によって、理事のうちから副会長を選定する。
　　　　　　４．  監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
　　　　　　５．  理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の

関係にある者の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様とする。
　　　　　　６．  他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものと

して法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の３分の１を超えてはならない。監事
についても、同様とする。

　　　　　　７．  理事又は監事に異動があったときは、２週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞な
くその旨を行政庁に届け出なければならない。

（理事の職務及び権限）
　第２４条　理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、業務を執行する。
　　　　　　２．  会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
　　　　　　３．  副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。
　　　　　　４．  理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を執行する。
　　　　　　５．  会長、副会長、理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
（監事の職務及び権限）
　第２５条　  監事は、次に掲げる職務を行う。
　　　　　　　（１）理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
　　　　　　　（２）  本会の業務及び財産の状況を精査し、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監

査すること
　　　　　　　（３）理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること
　　　　　　　（４）  理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若し

くは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に
報告すること

　　　　　　　（５）  前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、そ
の請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日と
する招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること

　　　　　　　（６）  理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは
定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告
すること

　　　　　　　（７）  理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はそ
の行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生じるおそ
れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること

　　　　　　　（８）その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
（役員の任期）
　第２６条　  理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の

終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任
者の残任期間とし、増員により選任された理事の任期は現任者の残任期間とする。

　　　　　　２．  理事又は監事は、第 22 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任
した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）
　第２７条　  理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
（役員の報酬等）
　第２８条　  理事及び監事に対して、総会において定める理事及び監事の報酬等の支給の基準に従い報酬及び費

用を支払う。
　　　　　　２．理事会の決議により役員の報酬等の基準を暫定的に減額適用することができる。
（顧問・相談役）
　第２９条　  本会に、任意の機関として顧問・相談役を若干置くことができる。
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　　　　　　２．  顧問・相談役・は学識経験者、又は特に本会の発展に寄与した会員（現職役員を除く）のうち
から理事会の決議を経て会長が委嘱する。

　　　　　　３．  顧問・相談役は、会長の諮問に応じ、本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。
ただし、総会における会員としての表決を除き、表決に加わることはできない。

　　　　　　４．顧問・相談役の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。
　　　　　　５．顧問・相談役は、会長が特に必要と認めたときは常任とすることができる。
　　　　　　６．  顧問・相談役に対しては、理事及び監事の報酬等の支給の基準に準じ、理事会が別に定める報

酬及び費用を支払うものとする。

第６章　理事会
（構　成）
　第３０条　本会に理事会を置く。
　　　　　　２．理事会は、すべての理事をもって構成する。
（権　限）
　第３１条　  理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
　　　　　　　（１）総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
　　　　　　　（２）規則の制定、変更及び廃止
　　　　　　　（３）前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
　　　　　　　（４）理事の職務の執行の監督
　　　　　　　（５）会長、副会長、の選定及び解職
　　　　　　２．理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
　　　　　　　（１）重要な財産の処分及び譲受け
　　　　　　　（２）多額の借財
　　　　　　　（３）重要な使用人の選任及び解任
　　　　　　　（４）従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
　　　　　　　（５）  内部管理体制（理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう）の整備
（招　集）
　第３２条　  理事会は、会長が招集する
　　　　　　２．  理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した文書もしくは電磁的方法により、

開催日の 7 日前までに通知しなければならない。
　　　　　　３．  前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続き

を経ることなく開催することができる。
　　　　　　４．  会長が欠けたとき、又は事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が

招集する。
（議　長）
　第３３条　理事会の議長は、会長がこれに当たる。
（決　議）
　第３４条　  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過

半数をもって行う。
（決議の省略）
　第３５条　  理事が理事会の決議の目的である事項を提案した場合において、当該提案につき、議決に加わるこ

とができる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決す
る旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

（議事録）
　第３６条　  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
　　　　　　２．出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
（理事会運営規則）
　第３７条　  理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか理事会において定める理

事会運営規則による。
　　　　　　２．理事会は会務遂行上必要に応じて会議を行うことができる。
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第８章　資産及び会計
（資産の構成）
　第３９条　本会の資産は、次に掲げるものをもつて構成する。
　　　　　　　（１）財産目録に記載された財産　　　　（２）入会金及び会費
　　　　　　　（３）寄付金品及び助成金　　　　　　　（４）事業に伴う収入
　　　　　　　（５）資産から生じる収入　　　　　　　（６）その他の収入
（財産の管理及び運用）
　第４０条　  本会の財産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める、

財産管理運用規定によるものとする。
（事業年度）
　第４１条　本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。
（事業計画及び収支予算）
　第４２条　  本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の

開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の総会に報告するものとする。こ
れを変更する場合も、同様とする。

　　　　　　２．  前項の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、
毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

（事業報告及び決算）
　第４３条　  本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を

受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
　　　　　　　（１）事業報告　　　　　　　（２）事業報告の附属明細書
　　　　　　　（３）貸借対照表　　　　　　（４）損益計算書（正味財産増減計算書）
　　　　　　　（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
　　　　　　　（６）財産目録
　　　　　　２．  前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類については、総会

に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けな
ければならない。

　　　　　　３．  第１項の書類については、毎事業年度の終了後３か月以内に行政庁に提出しなければならない。
　　　　　　４．  第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、

定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
　　　　　　　（１）監査報告　　　　　　　（２）理事及び監事の名簿
　　　　　　　（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
　　　　　　　（４）  運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
　　　　　　５．  本会は、第２項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告す

るものとする。
（会計規定）
　第４４条　本会の会計に関し必要な規定は、理事会の決議を経て別に定める。
（公益目的取得財産残額の算定）
　第４５条　  会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規定に基づき、毎

事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第 43 条第４項４号の書類
に記載するものとする。

第７章　事務局
（事務局）
　第３８条　本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
　　　　　　２．  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
　　　　　　３．  事務局長及び事務局次長は、理事会の決議により任免する。
　　　　　　４．  前項以外の職員は会長が任免する。
　　　　　　５．  事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
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第９章　定款の変更及び解散
（定款の変更）
　第４６条　この定款は、総会の決議によって変更することができる。
（合併等）
　第４７条　  本会は、総会の決議その他法令に定めるところにより、他の法人法上の法人との合併又は事業の全

部の譲渡を行うことができる。
（解　散）
　第４８条　本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により、解散する。
（公益認定の取消し等に伴う贈与）
　第４９条　  本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合（その権利義務を

承継する法人が公益法人であるときを除く）には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相
当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から１か月以内に、公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公益団体に
贈与するものとする。

（残余財産の帰属）
　第５０条　  本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律第５条 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものと
する。

第10章　公告の方法
（公告の方法）
　第５１条　本会の公告は主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章　補　則
（委　任）
　第５２条　  この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

附　則
　　　　　　１．  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公
益法人の設立の登記の日から施行する。

　　　　　　２．  本会の運営に必要な規則、規定、細則は変更の決議がなされるまでは特例民法法人で用いた規則、
規定、細則を準用する。

　　　　　　３．本会の最初の会長、副会長、理事、監事、はそれぞれ次の通りとする。
　　　　　　　　会　長　加藤　和信
　　　　　　　　副会長　河野　靖久
　　　　　　　　理　事　鎌田　実信
　　　　　　　　理　事　福田　祐司
　　　　　　　　理　事　江﨑　博明
　　　　　　　　理　事　安東　鉄男
　　　　　　　　理　事　野田　光広
　　　　　　　　理　事　首藤　彰典
　　　　　　　　理　事　土谷　恵一
　　　　　　　　監　事　宇都宮　育郎・塩井　卓廣
　　　　　　４．  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条 1 項に定める特例民法法人の解
散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第 41 条の規定にかかわらず、解散の登記
の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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虹の放水
日田市　相談役　西邑　伊三郎

　平成 26 年１月 19 日、日田市消防団出初式が日田・天瀬・大山・前津江・中津
江・上津江の六方面団 39 分団約 710 名が参加して日田陸上競技場で開催された。
　午前 11 時より日田市三隈川右岸歩道銭渕橋下流で 39 分団の機械班による一斉
放水点検が実施、各分団消防車のホース口より一斉に解き放たれる放水は素晴ら
しい晴天の下ホテル・旅館街を包みこんで霧状に舞い上がり円形の虹を作り出し
た。水郷日田ならではの情緒を撮影いたしました。

編  集  後  記

　本会が昨年 4 月に社団法人から､ 公益社団法人に移行し､ また一昨年 9 月に協同組合設立した
のを記念して本誌を発行することになりました｡ 今回は創立 65 周年､ 社団法人設立 35 周年も兼
ねており､ 前回の 30 周年記念式典より 5 年間の記録を中心に編集しております｡
　当初は簡素なものをいうところから始めましたが､ 会員名簿､ 過去の記念の写真､ 資料等々で
だんだん内容が膨らみこのようになりました｡ 作成する方も折角作るのだから後で後悔しないよ
うに思い､ 予算と時間を計算しながら頑張ってみました｡ 祝賀会のスナップ写真は日整会長と各
テーブル毎に集合写真が撮れ、よい記念になりました。
　会員数も増えすべての面で競争原理が働いておりますが､ 我々が生き残るためには､ ｢地域社会
により貢献する業界｣ となるため個々学習し技術の研鑽向上を図りつつ､ 分をわきまえ､ 法を遵
守し､ 団体として結束していくしか道はないと思います｡ 先達の苦労を無駄にしないようにし､
積み上げた本会の歴史を重ね後世に襷を渡さなければなりません｡ 最後に記念誌発行にあたり大
変ご多忙のなか御祝辞をいただきました県知事広瀬勝貞様をはじめ、衛藤征士郎様、岩屋毅様、
穴見陽一様、衛藤晟一様、工藤鉄男会長誠にありがとうございました。またご協力いただいた会

員､ 役員､ 事務局に感謝いたします｡   　広報部長　野田光広

表紙解説

創立65周年
社団法人設立35周年
公益社団法人移行
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